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 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱

 

 平成２３年　３月３０日　国総計第　９７号

 国鉄財第３６８号

 国鉄業第１０２号

 国自旅第２４０号

 国海内第１４９号

 国空環第１０３号

 平成２３年　５月２７日　国総計第　１４号

 国空事第１１８号

 平成２３年　７月２２日　国総支第　　４号

 国自旅第　１１号

 平成２３年　９月３０日　国総支第　２０号

 国自旅第　５０号

 平成２４年　３月３０日　国総支第　６０号

 国自旅第２０１号

 国空環第　９１号

 平成２４年　４月１６日　国総支第　　７号

 国自旅第　３６号

 平成２４年１１月１９日　国総支第　４３号

 国自旅第３２５号

 平成２５年　５月　８日　国総支第　　８号

 国鉄事第　２８号

 国自旅第　２１号

 国海内第　１０号

 平成２５年　７月１９日　国総支第　３５号

 国自旅第　７０号

 平成２６年　３月２８日　国総支第　８７号

 国鉄都第１３１号

 国鉄事第３９７号

 国自旅第６１９号

 国海内第　９３号

 国空環第　９４号

 平成２６年　５月２１日　国総支第　１２号

 平成２７年　４月　９日　国総支第　６５号

 国鉄都第１３１号

 国鉄事第３３０号

 国自旅第３８０号

 国海内第１１８号

 国空環第　９１号
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 平成２８年　３月３１日　国総支第　６０号

 国鉄都第１２７号

 国鉄事第４７０号

 国自旅第４０７号

 国海内第１３６号

 国空事第７２５３号

 国空環第　７６号

 平成２８年１１月２８日　国総支第　４５号

 国鉄都第　７５号

 国鉄事第２００号

 国自旅第２１０号

 国海内第１０９号

 国空環第　５６号

 平成２９年　６月　９日　国総支第　１５号

 国鉄都第　３８号

 国鉄事第　５７号

 国自旅第　５１号

 国海内第　３９号

 国空事第２０８号

 平成２９年　８月　２日　国総支第　３１号

 国自旅第１０３号

 平成３０年　４月１９日　国総支第　６８号

 国鉄都第１９５号

 国自旅第３０８号

 国海内第１９５号

 国空事第１１１１号

 平成３０年１０月２５日　国総支第　３３号

 国総安政第６５号

 平成３１年　２月２５日　国総支第　４６号

 国鉄都第１２８号

 国鉄事第３２４号

 国自旅第２４９号

 平成３１年　４月２４日　国総支第　　１号

 国自旅第　　２号

 令和　２年　２月　５日　国総地第　５７号

 国総交第　９７号

 国鉄都第１１１号

 国鉄事第３６１号

 国自旅第２５３号

 令和　２年　４月　２日　国総地第　８０号
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 国鉄都第２６５号

 国自旅第３３４号

 令和　２年　６月２２日　国総地第　３３号

 国総安政第２２号

 令和　２年　７月　１日　国総地第　３４号

 国総モ第　１６号

 国鉄事第　８７号

 国自旅第　７８号

 国海内第　２９号

 国空事第４１４号

 令和　３年　２月１６日　国総地第　９６号

 国鉄事第６３３号

 国自旅第４０６号

 国海内第２０８号

 国空事第１６２７号

 令和　３年　４月　５日　国総地第１２１号

 国自旅第５０４号

 国海内第２３４号

 令和　４年　２月１５日　国総地第　６１号

 国鉄総第３８５号

 国鉄都第１５５号

 国自旅第４６２号

 国自技環第１５８号

 国海内第２７２号

 令和　４年　２月１８日　国総地第　６３号

 国鉄事第６３２号

 国自旅第４６８号

 国海内第２７５号

 国空事第１３１７号

 令和　４年　３月２９日　国総地第　７５号

 国自旅第５１６号

 令和　４年　５月２３日　国総地第　１９号

 国自旅第　５３号

 令和　４年　６月　６日　国総地第　２３号

 国総バ第　５８号

 国自旅第　６７号

 国自技環第２６号

 令和　５年　３月　３日　国総地第　９１号

 国自旅第４７６号

 令和　５年　３月　９日　国総地第　９５号
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 国自旅第４９０号

 令和　５年　３月２４日　国総地第１０７号

 国鉄総第４９２号

 国鉄都第２１８号

 国鉄事第８２７号

 国自旅第５３０号

 国自技環第２０８号

 国海内第２４１号

 国空事第１２４９号

 令和　５年　３月２８日　国総地第１２０号

 令和　５年　６月３０日　国総地第４３号

 国鉄事第２２３号

 国自旅第７９号

 国自技環第５５号

 令和　５年　８月　１日　国総地第　５７号

 国自旅第　９７号

 令和　５年　９月　６日　国総地第　７４号

 令和　６年　２月２１日　国総地第１１８号

 令和　６年　３月１２日　国総地第１２１号

 国自旅第３３９号

 令和　６年　３月１８日　国総地第１３１号

 国自旅第３４９号

 令和　６年　３月１８日　国総地第１３３号

 令和　６年　３月２１日　国総地第１３８号

 国自旅第３５６号

 令和　６年　３月２１日　国総地第１４１号

 国鉄事第８０３号

 国自旅第３６２号

 国自技環第２０７号

 国海内第１７８号

 国空事第１１３４号

 令和　６年　４月１８日　国総地第　５　号

 国鉄事第６５号

 国自旅第１３号

 国自技環第５号

 国海内第１１号

 国空事第２６号

 令和　６年　６月１４日　国総地第７７号

 国自旅第９５号

 国海内第４６号
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 令和　６年　９月１１日　国総地第１１８号

 令和　６年　９月３０日　国総地第１２１号

 国自旅第１９４号

 令和　７年　１月２１日　国総地第１５８号

 国自旅第２５８号

 令和　７年　２月２１日　国総地第１７２号

 国自旅第２９１号

 令和　７年　３月　４日　国総地第１７６号

 国鉄都第１５１号

 国鉄事第４９９号

 国自旅第２９５号

 国自技環第１７２号

 国海内第２０９号

 国空事第１１２５号

 令和　７年　５月　７日　国総地第１１号

 国 鉄 都 第 ７ 号

 国鉄事第２５号

 国 自 旅 第 ３ 号

 国自技環第５号

 国 海 内 第 ３ 号

 国空事第１４号

 

 

 

　地域公共交通確保維持改善事業費補助金（以下「補助金」という ）の交付について。

は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以

下「適正化法」という ）及び同法施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「適正化。

法施行令」という ）並びに離島航路整備法（昭和２７年法律第２２６号）及び同法施。

行規則（昭和２７年運輸省令第７１号）その他の法令及び関連通知のほか、この要綱の

 定めるところによる。

 

 目次

 　第１編　共通事項（第１条－第３条）

 　第２編　地域公共交通確保維持事業

 　　第１章　陸上交通（第４条－第２５条の１６）

 　　　第１節　地域間幹線系統確保維持費国庫補助金

 　　　第２節　地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

 　　　第２節の２　エリア一括協定運行事業

 　　　第３節　車両減価償却費等国庫補助金

 　　　第４節　公有民営方式車両購入費国庫補助金
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 　　　第５節　貨客混載導入経費国庫補助金

 　　第２章　離島航路（第２６条－第５８条）

 　　　第１節　総則

 　　　第２節　離島航路運営費等補助金

 　　　第３節　離島航路構造改革補助金

 　　第３章　離島航空路（第５９条－第７３条）

 　第３編　地域公共交通バリア解消促進等事業

 　　第１章　バリアフリー化設備等整備事業（第７４条－第９１条）

 　　第２章　利用環境改善促進等事業（第９２条－第９７条）

 　　第３章　鉄道軌道安全輸送設備等整備事業（第９８条－第１０５条）

 　第４編　地域公共交通調査等事業

 　　第１章　地域公共交通調査事業（第１０６条－第１２３条）

 　　　第１節　地域公共交通計画策定事業

 　　第２章　地域公共交通利便増進事業（第１２７条－第１３２条）

 　　　第１節　利便増進計画策定事業

 　　　第２節　利便増進計画推進事業

 　　第３章　地域旅客運送サービス継続推進事業（第１３２条の２－第１３２条の７）

 　　　第１節　運送継続計画策定事業

 　　　第２節　運送継続計画推進事業

 　　第４章　地域公共交通バリアフリー化調査事業

 　　　第１節　移動等円滑化促進方針策定事業（第１３３条－第１３５条）

 　　　第２節　移動等円滑化基本構想策定事業（第１３６条－第１３８条）

 　　第５章　地域公共交通再構築調査事業（第１３９条－第１４３条）

 　　第６章　共同経営計画策定事業（第１４４条－第１４６条）

 　　第７章　エリア一括協定運行調査事業（第１４７条－第１５０条）

 

 

 第１編　共通事項

 

 （目的）

第１条　この補助金は、生活交通の存続が危機に瀕している地域等において、地域の特

性・実情に最適な移動手段が提供され、また、バリアフリー化やより制約の少ないシ

ステムの導入等移動に当たっての様々な障害の解消等がされるよう、地域公共交通の

 確保・維持・改善を支援することを目的とする。

 

 （定義等）

 第２条　この要綱において 次に掲げる用語の定義は 当該各号に定めるところによる、 、 。

「 」 、 、　一　 生活交通確保維持改善計画 とは 地域公共交通の確保・維持・改善のために

都道府県、市区町村、交通事業者若しくは交通施設の管理者等からなる協議会（第

３条第２項を除き、以下「協議会」という ）又は都道府県若しくは市区町村が、。
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地域の生活交通の実情のニーズを的確に把握しつつ、当該協議会での議論を経て策

定する地域の特性・実情に応じた最適の移動手段の提供、バリアフリー化やより制

約の少ないシステムの導入等移動に当たっての様々な障害の解消等を図るための取

 組についての計画をいう。

　二　「地域公共交通確保維持事業」とは、地域公共交通の存続が危機に瀕している地

域において地域の特性・実情に最適な交通手段を確保・維持するために、地域公共

交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号。以下「活性化法」

という ）第５条第１項に規定する地域公共交通計画又は生活交通確保維持改善計。

画（当該計画に代えて策定される離島航路確保維持計画及び離島航空路確保維持計

 画を含む ）に基づいて実施される事業をいう。。

　三　「地域公共交通バリア解消促進等事業」とは、バリアフリー化やより制約の少な

いシステムの導入等移動に当たっての様々な障害の解消等を図るために実施される

事業であって 「バリアフリー化設備等整備事業 「利用環境改善促進等事業」及、 」、

 び「鉄道軌道安全輸送設備等整備事業」をいう。

　四　「バリアフリー化設備等整備事業」とは、公共交通機関における高齢者・障害者

等の移動に係る利便性及び安全性の向上の促進等を図るために生活交通確保維持改

善計画（当該計画に代えて策定される生活交通改善事業計画を含む ）に基づいて。

 実施される事業をいう。

　五　「利用環境改善促進等事業」とは、バリアフリー化されたまちづくりの一環とし

てより制約の少ないシステムの導入等地域公共交通の利用環境改善を促進するため

に生活交通確保維持改善計画（当該計画に代えて策定される生活交通改善事業計画

 を含む ）に基づいて実施される事業をいう。。

　六　「鉄道軌道安全輸送設備等整備事業」とは、鉄道及び軌道による輸送の安全を確

保するために生活交通確保維持改善計画（当該計画に代えて策定される生活交通改

 善事業計画を含む ）に基づいて実施される事業をいう。。

 　七　「地域公共交通調査事業」とは、次のいずれかに掲げる事業をいう。

　　イ　地域公共交通確保維持事業又は地域公共交通バリア解消促進等事業による補助

を受けようとする事業について定める生活交通確保維持改善計画等の計画を策定

 するために必要な調査を行う事業 ロ 次号イ及び第九号イに掲げるものを除く（ 、 。）

 　　ロ　地域公共交通計画を策定するために必要な調査を行う事業　

 　八　「地域公共交通利便増進事業」とは、次のいずれかに掲げる事業をいう。

　　イ　活性化法第２７条の１６第１項に規定する地域公共交通利便増進実施計画（以

 下「利便増進計画」という ）を策定するために必要な調査を行う事業。

　　ロ　利便増進計画（活性化法第２７条の１７の規定により大臣の認定を受けたもの

に限る。第１２８条及び別表２６－１の利便増進計画策定事業に係る補助対象経

費の欄を除き、以下同じ ）に基づいて実施される利用促進に係る事業及び当該。

 計画の達成状況等の評価に係る事業

 　九　 地域旅客運送サービス継続推進事業 とは 次のいずれかに掲げる事業をいう「 」 、 。

　　イ　活性化法第２７条の２第１項に規定する地域旅客運送サービス継続実施計画 以（

 下「運送継続計画」という ）を策定するために必要な調査を行う事業。
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　　ロ　運送継続計画（活性化法第２７条の３の規定により大臣の認定を受けたものに

限る。第１３２条の３及び別表２６－２の運送継続計画策定事業に係る補助対象

経費の欄を除き、以下同じ ）に基づいて実施される利用促進に係る事業及び当。

 該計画の達成状況等の評価に係る事業

　十　「地域公共交通バリアフリー化調査事業」とは、次のいずれかに掲げる事業をい

 う。

　　イ　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９

１号。以下「バリアフリー法」という ）第２４条の２第１項に規定する移動等。

 円滑化促進方針を策定するために必要な調査を行う事業

　　ロ　バリアフリー法第２５条第１項に規定する移動等円滑化基本構想を策定するた

 めに必要な調査を行う事業

　十一　「地域公共交通再構築調査事業」とは、鉄道路線の全部又は一部の区間におけ

る、持続可能性と利便性の高い地域公共交通への再構築を図るために実施される事

 業をいう。

　十二　「共同経営計画策定事業」とは、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及

び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公

正取引の確保に関する法律の特例に関する法律（令和２年法律第３２号）に基づく

 共同経営計画を策定するために必要な調査を行う事業をいう。

２　協議会、都道府県又は市区町村は、住民、地域公共交通の利用者、その他利害関係

者の意見を反映させるため、前項第一号の生活交通確保維持改善計画（当該計画に代

えて策定される離島航路確保維持計画、離島航空路確保維持計画及び生活交通改善事

業計画を含む ）を策定しようとするときは、あらかじめ協議会への当事者の参加、。

アンケート、ヒアリング、公聴会又はパブリックコメント等を行わなければならない

 （鉄道軌道安全輸送設備等整備事業を除く 。。）

３　協議会、都道府県又は市区町村は、第１項第一号の生活交通確保維持改善計画（当

該計画に代えて策定される離島航路確保維持計画、離島航空路確保維持計画を含む ）。

を策定するに当たって、外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関す

る法律（平成９年法律第９１号）第５条の外客来訪促進計画が策定されているときは

 同計画と整合性のとれたものでなければならない。

 

 （協議会）

 第３条　前条第１項第一号の協議会は、以下の者によって構成される。

 　一　関係する都道府県又は市区町村

 　二　関係する交通事業者又は交通施設管理者等

　三　地方運輸局（神戸運輸監理部及び沖縄総合事務局を含む。以下「地方運輸局等」

 という ）又は地方航空局。

　四　その他地域の生活交通の実情、その確保・維持・改善の取組に精通する者等協議

 会が必要と認める者

２　第２編第１章の陸上交通に係る地域公共交通確保維持事業に係る地域公共交通計画

を作成する都道府県又は市町村が組織する活性化法第６条第１項に規定する協議会 以（
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下「活性化法法定協議会」という ）にあっては、地域間幹線系統は地域間のみなら。

ず地域内の生活交通の機能を有すること、地域内フィーダー系統は地域間幹線系統と

一体として地域の生活交通ネットワークを形成するものであることから、これらを踏

まえ、的確かつ効果的な計画の策定が可能となるよう関係する都道府県及び市区町村

 がともに参加すること。

３　第２編第２章の離島航路に係る地域公共交通確保維持事業に係る生活交通確保維持

改善計画（当該計画に代えて策定される離島航路確保維持計画を含む ）を策定する。

協議会にあっては、離島航路が地域の幹線交通であるとともに生活交通であることか

 ら関係する都道府県及び市町村がともに参加すること。

４　地方運輸局等及び地方航空局は、生活交通確保維持改善計画の策定に必要な助言等

 を行う。

５　協議会は、補助対象事業ごとに補助対象事業について評価を行い、その結果につい

 て地方運輸局又は地方航空局の長に報告しなければならない。

 

 第２編　地域公共交通確保維持事業

 

 第１章　陸上交通

 

 第１節　地域間幹線系統確保維持費国庫補助金

 

 （補助対象事業者等）

第４条　本節における補助対象事業者は、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第

３条第一号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業（以下「乗合バス事業」という ）。

を経営する者（以下「乗合バス事業者」という ）であって、活性化法法定協議会で。

の議論を経て、第８条第１項に基づき定めた地域公共交通計画に運送予定者として記

載されている者又は地域公共交通確保維持事業に係る地域公共交通計画を作成した活

 性化法法定協議会とする。

２　国土交通大臣（以下「大臣」という ）は、予算の範囲内において、第６条の補助。

対象事業に係る補助対象経費の１／２に相当する額以内の額を、補助対象事業者に対

し交付する。ただし、災害等の予期しない事由により欠損が増大した場合その他特に

 調整を必要とする場合には、予算の範囲内で額を増減することができる。

 

 （補助対象期間）

第５条　本節における補助対象事業の補助対象期間は、国庫補助金の交付を受けようと

する会計年度（財政法（昭和２２年法律第３４号）第１１条に規定する会計年度をい

 う。以下同じ ）の９月３０日を末日とする１年間とする。。

 

 （補助対象事業の基準）

第６条　本節における補助対象事業は、別表１に定める要件に適合する運行系統に係る

運行であって、かつ、別表２に定めるところにより補助対象経費の額が算定されるも
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 のとする。

２　前項の規定は、利便増進計画又は運送継続計画に地域間幹線系統と位置付けられた

運行系統については、当該利便増進計画又は当該運送継続計画に実施予定期間として

定められた期間中に限り 「別表１」とあるのは「別表３」と 「別表２」とあるのは、 、

 「別表４」と読み替えるものとする。

 

 （地域公共交通計画）

第７条　陸上交通（地域間幹線系統）に係る地域公共交通確保維持事業（以下この条に

おいて単に「地域公共交通確保維持事業」という ）を行う場合は、地域公共交通計。

画に、当該地域公共交通計画の計画期間内における次に掲げる事項について具体的に

記載するものとする。ただし、次条第１項の認定の申請に必要な地域公共交通計画の

計画期間が、補助対象期間に満たない場合について、その満たない計画期間が６月以

下である場合には、合理的理由があると認められるときは、当該地域公共交通計画の

 計画期間内とみなす。

　一　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の地域の公共交

 通における位置付け・役割

 　二　前号を踏まえた地域公共交通確保維持事業の必要性

　三　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統に係る事業及び

 実施主体の概要

　四　地域公共交通計画の区域内全体における地域旅客運送サービス（活性化法第１条

に規定する地域旅客運送サービスをいう。以下同じ ）の利用者の数、収支、費用。

に係る国又は地方公共団体の支出の額その他の定量的な目標・効果及びその評価手

 法

２　前項の地域公共交通計画には、次に掲げる事項について具体的に記載した書類を添

 付するものとする。

 　一　地域公共交通確保維持事業の内容及び実施主体に関する詳細

 　二　前項第一号の運行系統の概要及び運送予定者

　三　前項第一号の運行系統の利用者の数、収支、費用に係る国又は地方公共団体の支

 出の額その他の定量的な目標・効果及びその評価手法・測定方法

 　四　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額

　五　別表１の補助対象事業の基準ホただし書（前条第２項の場合においては、別表３

の補助対象事業の基準ホただし書）に基づき、活性化法法定協議会が平日１日当た

りの運行回数が３回以上で足りると認めた運行系統にあっては、当該運行系統の概

 要

　六　別表１の補助対象事業の基準ニ（前条第２項の場合においては、別表３の補助対

象事業の基準ニ）に基づき、活性化法法定協議会が「広域行政圏の中心市町村に準

ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村への需要に対応して設定された運

 行系統にあっては、当該市町村の一覧

　七　地域公共交通確保維持事業の生産性を向上させる取組（取組内容、実施主体、定

 量的な効果目標（収支改善率１％以上を原則 、実施時期及びその他特記事項））
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３　第６条第２項の規定による補助対象事業の基準の特例（以下この節において「利便

増進特例」又は「運送継続特例」という ）を受けようとする場合においては、第１。

項及び第２項の規定にかかわらず、第１項及び第２項に掲げる事項のうち利便増進計

 画又は運送継続計画に記載された事項については、記載を省略することができる。

４　活性化法法定協議会は、第２項第二号の運行系統に係る運送予定者の選定に当たっ

ては、これに拠りがたい事情があると大臣が認める場合を除き、サービスの品質・企

画内容、価格等を総合的に比較考慮するため、企画競争その他これに準ずる競争性の

ある方法により行わなければならない。なお、一の補助対象期間を分割して又は複数

 の補助対象期間にまたがって運送予定者を選定することを妨げない。

５　補助対象期間の前々補助対象期間及び前々々補助対象期間において、第２項第七号

に規定する定量的な効果目標の達成度合いが著しく悪い状況（当該補助対象期間の収

支率がいずれもその前年度の補助対象期間の収支率を下回る状況）となった運行系統

にあっては、同号における生産性を向上させる取組の実施状況を踏まえ、当該運行系

統の収支率を改善させるための具体的な取組内容及び収支率の改善目標値を記載した

「改善計画（２ヶ年計画 」を策定し、地域公共交通計画に添付するものとする。た）

だし、燃料高騰等のやむを得ない外的要因により当該目標の達成度合いが著しく悪い

 状況となったと認められる場合を除く。

６　補助対象期間の前補助対象期間の終了時において、前補助対象期間、前々補助対象

期間及び前々々補助対象期間のいずれもが、定量的な効果目標の達成度合いが著しく

悪い状況となった運行系統にあっては、前項の改善計画を実施するものとする。ただ

し、燃料高騰等のやむを得ない外的要因により当該目標の達成度合いが著しく悪い状

 況となったと認められる場合を除く。

 

 （地域公共交通計画の認定の申請）

第８条　活性化法法定協議会は、本節の補助金の交付を受けて補助対象系統の運行を確

保・維持しようとするときは、当該活性化法法定協議会の議論を経て策定された、前

条第１項各号に掲げる事項を記載した地域公共交通計画に、同条第２項各号に掲げる

 事項を記載した書類を添付し、大臣に認定を申請するものとする。

２　前項の認定の申請は、様式第１－１による地域公共交通計画認定申請書を毎年、補

助金の交付を受けようとする会計年度の前年度の６月３０日（補助金の交付を受けよ

うとする前年度に第１０９条第１項に基づき地域公共交通調査事業の交付決定を受け

た場合その他の当該期限までに提出しないことについて合理的な理由があると大臣が

 認める場合にあっては大臣が指定する日）までに大臣に提出して行うものとする。

３　活性化法法定協議会は、前項の提出をするときは、次に掲げる書類を添付するもの

とする。ただし、過去に地域公共交通計画の認定申請又は補助金交付申請の添付書類

 として既に提出している場合は、当該書類の添付を省略することができる。

　一　運送予定者それぞれの、補助対象期間の前々年度、前々々年度及び前々々々年度

に係る旅客自動車運送事業等報告規則（昭和３９年運輸省令第２１号）第２条第２

 項の事業報告書及びこれに関連する必要な事項を記載した書類

　二　運送予定者それぞれの、様式第１－５による補助対象期間の前々年度、前々々年
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度及び前々々々年度に係る運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表（補助対象

 系統に係るものに限る ）。

　三　利便増進特例を受けようとする場合にあっては、認定を受けた利便増進計画の写

し及び認定通知書の写し並びに利便増進特例を受けようとする運行系統の再編の概

 要

　四　運送継続特例を受けようとする場合にあっては、認定を受けた運送継続計画の写

 し及び認定通知書の写し並びに運送継続特例を受けようとする運行系統の概要

４　活性化法法定協議会は、地域公共交通計画の計画期間が補助対象期間に満たない場

、 、合における前条第１項ただし書の合理的な理由がある場合には 地域公共交通計画に

 合理的な理由を記載した書類を添付し、大臣に認定を申請するものとする。

 

 （地域公共交通計画の変更）

第９条　活性化法法定協議会は、前条の規定により申請された地域公共交通計画に記載

された地域公共交通確保維持事業の内容を変更するときは、あらかじめ計画の変更に

。 、ついて当該活性化法法定協議会の議論を経て大臣の認定を受けるものとする ただし

 軽微な変更についてはこの限りでない。

２　前項の認定の申請は、様式第１－２による地域公共交通計画変更認定申請書を大臣

 に提出して行うものとする。

 ３　前条第３項の規定は、本条において準用する。

 

 （地域公共交通計画の認定）

第１０条　大臣は、活性化法法定協議会から第８条第２項の規定に基づく地域公共交通

計画認定申請書又は前条第２項に基づく地域公共交通計画変更認定申請書の提出があ

ったときは、これを第６条の補助対象事業の基準に従って審査の上、補助対象期間の

開始前（第８条第２項の規定に基づき大臣が指定する日までに行われた認定申請にあ

っては大臣が別途指定する日、計画変更の認定申請にあっては予定変更日前。次項に

 おいて同じ ）に認定を行い、当該活性化法法定協議会に通知するものとする。。

２　活性化法法定協議会は、前項の通知があったときは、当該通知に係る地域公共交通

計画に運送予定者として記載されている者に対し、補助対象期間の開始前に通知しな

 ければならない。

３　前項の運送予定者は、活性化法法定協議会から同項の通知があったときは、当該通

 知の内容に基づき、補助対象期間における運行を行うものとする。

 

 （補助金交付申請）

第１１条　補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第１－８に

よる申請書を、補助金の交付を受けようとする会計年度の１１月３０日までに大臣に

 提出しなければならない。

２　補助対象事業者は、前項の提出をするときは、前条第３項の規定により運行を行っ

た運送予定者（以下「運送実施者」という ）に関して、次の各号に掲げる書類を添。

 付するものとする。
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　一　補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則（昭和３９年運輸省令第２１

 号）第２条第２項の事業報告書及びこれに関連する必要な事項を記載した書類

　二　様式第１－５による補助対象期間に係る運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算

 定表（補助対象系統に係るものに限る ）。

　三　様式第１－５－２による補助対象期間に係る地域公共交通確保維持事業の生産性

 を向上させる取組実績

 

 （交付の決定及び額の確定等）

第１２条　大臣は、前条第１項の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、

審査の上、交付決定及び額の確定を行い、様式第１－９による交付決定及び額の確定

 通知書を補助対象事業者に通知するものとする。

２　大臣は、運送実施者が、認定を受けた地域公共交通計画に基づく補助対象事業の全

部又は一部を実施しなかったときは、その実施しなかった割合に応じ、当該計画に記

載された金額から全部又は一部を減額して補助対象事業者に対する補助金の額を確定

する。この場合において、補助対象期間の末日（９月３０日）までに廃止又は休止さ

れた補助対象系統については、補助金の額の全部を減額するものとする。ただし、天

 災その他やむを得ない事情がある場合はこれらの限りではない。

 

 （補助金の請求）

第１３条　補助対象事業者は、国から補助金の支払いを受けようとするときは、様式第

 １－２１による補助金支払請求書を大臣に提出しなければならない。

 

 （補助金の整理）

第１４条　補助対象事業者は、補助対象経費に係る補助金について収入及び支出に関す

る帳簿を備え、他の経理と区別して補助金の使途を明らかにしておかなければならな

 い。

２　補助対象事業者は、前項の帳簿とともにその内容を証する書類を整理して、補助対

 象事業の完了する日の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。

 

 第２節　地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

 

 （補助対象事業者等）

 第１５条　本節における補助対象事業者は、活性化法法定協議会とする。

２　大臣は、予算の範囲内において、次条の補助対象事業に係る補助対象経費の１／２

に相当する額以内の額を、補助対象事業者に対し交付する。ただし、災害等の予期し

ない事由により欠損が増大した場合その他特に調整を必要とする場合には、予算の範

 囲内で額を増減することができる。

 

 （補助対象事業の基準）

第１６条　本節における補助対象事業は、別表７に定める要件に適合する運行系統に係
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- 130 -

能登半島地震被災市町村」という ）への需要に対応して運行される運行系統に。

ついては、附則別表２の補助対象事業の基準に適合する場合であっては、令和

８年度予算から令和１０年度予算までに係る補助対象事業に限り、第６条第１

「 」 「 、「 」 「 」項中 別表１ とあるのは 附則別表２と 別表２ とあるのは 附則別表３

 と読み替えるものとする。

２　令和６年度予算において、令和６年能登半島地震被災市町村に係る地域間

幹線系統確保維持費国庫補助金を受けていた系統のうち、令和６年度以

降の補助対象期間における１日当たりの実績輸送量を１５人未満と見込

まれる系統に係る補助対象事業の基準については、別表１のヘで規定す

る補助対象期間の１日当たりの輸送量は、令和８年度予算から令和１０

年度予算までに係る補助対象事業に限り、１５０人以下と見込まれるも

 のとする。

 

（新型コロナウィルス感染症の影響による地域間幹線系統確保維持費国庫補助金

 に係る補助対象事業の基準の特例等） 

第３条 　 令 和 ８ 年 度 事 業 に お い て 別 表 １ 補 助 対 象 経 費 の 補、 「 」 「

助 対 象 系 統 に 係 る 補 助 対 象 経 常 費 用 の 見 込 額 と 経 常 収 益 の 見 込

額 と の 差 額 で あ っ て 、 別 表 ２ に 定 め る と こ ろ に よ り 算 出 さ れ る

経 費 」 に つ い て 、 別 表 ２ の ３ .で定める経常収益の見込額の算出に用い

る実車走行キロ当たり経常収益のうち、令和４年度の補助対象系統の経常収益

には、運送収入の実績額のほか、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付

要綱（令和５年３月３日付国総地第９１号他）附則第２条第２項に基づき交付

された補助金額を算入するものとする。
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 別表１（第６条第１項関連）

 

地域間幹線系統確保維持費国庫補助金（補助対象事業の基準）

補助対象事業者 補助対象経費 補助対象事業の基準 補助率

一般乗合旅客自動 補助対象系統に係る 都道府県又は市町村が定めた地域公共交通計画に掲載され １／２

車運送事業者及び 補助対象経常費用の た運行系統の運行のうち、次のイからリまでの全てに適合

 活性化法法定協議 見込額と経常収益の するもの。

会 見込額との差額であ イ　乗合バス事業者であって、活性化法法定協議会で

って、別表２に定め の議論を経て、第７条第１項各号に掲げる事項を記

るところにより算出 載した地域公共交通計画に記載されている運送予定

 される経費 者による運行であること。

ロ　道路運送法施行規則第３条の３第一号に規定する路線

 定期運行に係るもの。

ハ　複数市町村にまたがるもの。ただし、この要件の成否

は、平成１３年３月３１日における市町村の状態に応じ

 て決定するものとする。

 ニ　次のいずれかの需要に対応して設定されるもの。

 ① 別表５に定める広域行政圏の中心市町村への需要 

 ② 都道府県庁所在地への需要 

③ 上記以外の市町村であって、総合病院等医療機関、 

学校等の公共施設及び商業施設等が存在するなど、広

域行政圏の中心市町村に準ずる生活基盤が整備されて

 いると活性化法法定協議会が認めたものへの需要

。 、ホ　１日当たりの計画運行回数が３回以上のもの ただし

活性化法法定協議会が認めた場合は、平日１日当たり

 の計画運行回数が３回以上のものとする。

ヘ　次式によって算出される補助対象期間の１日当たりの

輸送量が１５人～１５０人と見込まれ、かつ、過去に２

ヶ年度連続して１日当たりの実績輸送量が１５人未満又

 は１５０人超ではないもの。

 　　計画平均乗車密度　×　計画運行回数

ト　補助対象期間に、当該運行系統の運行によって得る経

　常収益の見込額が同期間の当該運行系統の補助対象経常

　費用の見込額に達しておらず、かつ、過去２ヶ年度連続

 　して経常収益が経常費用を超えていないもの。

チ　補助対象期間の末日（９月３０日）において引き続き

運行される予定のものであること（補助対象期間の途中

に補助対象系統の合併、分割その他の再編を行う場合に

あっては、再編を行う日までに地域公共交通計画の認

定又は変更の認定を受けて実施する場合に限り、同一の

15



補助対象系統が補助対象期間中継続して運行しているも

 のとして取り扱う 。。）

リ　第７条第５項に規定する改善計画を実施する運行系統

であって、補助対象経費が別表２の１．に基づく補助対

象経常費用の９／２０に相当する上限額となる運行系統

又は補助対象経費の算出にあたって別表２の５．の適用

を受ける運行系統以外の運行系統にあっては、当該改

善計画の期間終了時において当該改善計画で設定した目

標値を達成したもの （燃料高騰等のやむを得ない外的。

要因により目標値を達成しなかったと認められる場合を

含む）。

 

 （注）

１ 「計画平均乗車密度」とは、次式によって算出された数値をいう （小数点第１位まで算出。． 。

 第２位以下切り捨て ）。

 「計画平均乗車密度」＝「計画運送収入」÷「計画実車走行キロ」÷「平均賃率」

２ 「計画運送収入」は、同一の補助対象系統として取り扱われる既存の運行系統の実績額があ．

る場合は、当該運行系統の実車走行キロ当たり運送収入の実績額に計画実車走行キロを乗じて

算出する。実績額がない場合は、補助対象経常費用の１１／２０と活性化法法定協議会が算出

 する運送収入の見込額のうち、いずれか高い方の額を計画運送収入とする。

 ３ 平均賃率 とは 次式によって算出された数値をいう 銭単位まで算出 銭未満切り捨て．「 」 、 。（ 。 。）

 「平均賃率」＝「停留所相互間総運賃額」÷「停留所相互間総キロ」

　なお、同一の補助対象系統として取り扱われる既存の運行系統の実績額を用いて「計画運送収入」

を算出する系統において、当該実績額を引用する期間の開始日以降に運賃改定を実施した場合は、次

 式によって算出することとする。

「 」 （「 」 「 」）平均賃率 ＝ 運賃改定前適用の平均賃率×日数 ＋ 運賃改定後適用の平均賃率×日数

　　　　　　　÷「実績引用期間の日数」
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 別表２（第６条第１項関連）

 

地域間幹線系統確保維持費国庫補助金（補助対象経費の算出方法）

補助対象経費の算出方法

１．補助対象経費の額は、補助対象経常費用の見込額と経常収益の見込額との差額とする。ただし、補助対象

経常費用の見込額の９／２０に相当する額を限度とする（補助対象期間中に補助対象系統の合併・分割そ。

 の他の再編が予定されている場合は、再編前後の運行予定日数に応じて算出した額の合計額とする）。

 ２．補助対象経常費用の見込額は、次式によって算出して得られた額以下の額とする。

 　　当該運送予定者の実車走行キロ当たり経常費用の見込額　×　当該補助対象系統の計画実車走行キロ

　　ただし、実車走行キロ当たり経常費用の見込額が、別表６に基づく補助ブロック毎に定める地域キロ当た

り標準経常費用を上回る場合は、次式によって算出して得られた額以下の額とする（沖縄県及び離島に係。

 る運行系統を除く）。

 　　地域キロ当たり標準経常費用　×　当該補助対象系統の計画実車走行キロ

 ３．経常収益の見込額は、次式によって算出して得られた額以上の額とする。

 　　当該補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益の見込額　×　当該補助対象系統の計画実車走行キロ

 　　ただし、新設運行系統で実績額がない場合は、補助対象経常費用の見込額の１１／２０に相当する額と

 　活性化法法定協議会が算出する経常収益の見込額のうち、いずれか高い額とする。

４．補助対象系統が他の運行系統と競合し、その競合区間のキロ程の合計が当該補助対象系統の５０％以上で

ある場合にあっては、当該競合運行系統の輸送量の和が１日当たり１５０人を超えることが見込まれるも

 のに係る補助対象経費の額は、次式により計算された額とする。
 

 　　当該補助対象系統の補助対象経常費用の見込額と経常収益の見込額との差額×

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当該補助対象系統の総キロ程－競合区間に係るキロ程

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当該補助対象系統の総キロ程

５．補助対象経費の額は、平均乗車密度の見込数値が５人未満の補助対象系統については、当該運行系統の輸

送量を５人で除した数値（端数切り捨て）を運行回数とみなした場合の当該運行回数分に相当する額とす

る。ただし、過去に地域公共交通計画、生活交通確保維持改善計画又は被災地域生活交通確保維持計画に

おいて補助対象となっていない運行系統であって、別表２５の地域公共交通協働トライアル推進事業の要

件を満たす地域公共交通計画に位置付けられた補助対象系統にあっては、３年間に限り、この限りではな

い。

 

 （注）

１ 「運送予定者の実車走行キロ当たり経常費用」とは、運送予定者（地域公共交通計画に運送．

予定者として記載された者。以下この表において同じ ）の基準期間（※１）を含む過去３年。

間（※３）における乗合バス事業の経常費用を実車走行キロの実績値で除した１キロメートル

当たりの経常費用（当該期間における一時的な燃料費の高騰その他の特別の理由により算出さ

れた額をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、大臣が適当と認める額）を

 平均して得られた額をいう （第２編第１章第３節に係る経常費用を除く ）。 。

２ 「地域キロ当たり標準経常費用」とは、乗合バス事業の運賃原価算定基準により算定された．

基準年度（※２）を含む過去３年間（※３）における乗合バス事業の標準原価に基づき算出さ

れる地方民営乗合バス事業者の当該補助ブロックを含む地域の実車走行キロ１キロメートル当
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たりの標準経常費用を平均して得られた額をいう （第２編第１章第３節に係る経常費用を除。

 く ）。

　なお、大臣は、地域キロ当たり標準経常費用の算出に当たり、当該地域キロ当たり標準経常

費用の対象期間における燃料価格その他地域キロ当たり標準経常費用を構成する要素が直近の

値と著しく乖離しており、適切な設定ができない場合には、これを補正した上で算出すること

 とする。

３ 「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益」とは、運送予定者の基準期間（※１）を含．

む過去３年間（※３）における補助対象系統の経常収益を実車走行キロの実績値で除した１キ

 ロメートル当たりの経常収益を平均して得られた額をいう。

４．前項の規定に関わらず、運賃改定が行われた補助対象系統における実車走行キロ当

たり経常費用の見込額が、別表６に基づく補助ブロック毎に定める地域キロ当たり標

準経常費用を上回る場合の「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益」は、当該

運賃改定が行われた時期に応じて①～③によって算出される額を前項で得られる額か

 ら減じた額とする。

ただし、①～③によって算出される額が「当該運送予定者の実車走行キロ当たり経

常費用の見込額」と「地域キロ当たり標準経常費用」の差分を上回る場合は、当該差

 分を前項で得られる額から減じた額とする。

 ①基準期間に運賃改定が行われた場合

「基準期間における１キロメートル当たりの経常収益」×「当該運賃改定に係る運送

予定者の運賃の平均値上げ率」÷（１＋「当該運賃改定に係る運送予定者の運賃の

 平均値上げ率）

 ②基準期間の前補助対象期間に運賃改定が行われた場合

 「①で算出される額」×２÷３

 ③基準期間の前々補助対象期間に運賃改定が行われた場合

 「①で算出される額」÷３

５ 「離島」とは、離島振興法第２条第１項の規定に基づき指定された同項の離島振興対策実施．

地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第１条に規定する奄美群島に属する島及び小

笠原諸島振興開発特別措置法（昭和４４年法律第７９号）第２条第１項に規定する小笠原諸島

 に属する島並びに沖縄振興特別措置法第３条第三号に規定する離島をいう。

６ 「地域公共交通協働トライアル推進事業」とは、交通圏全体を見据えた持続可能な地域公共交．

通ネットワークの実現に向け、都道府県と複数の市町村を構成員に含む活性化法法定協議会が

主体となった協働による取組を行う事業であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。この

場合、補助対象事業者は、都道府県及び複数の市町村を構成員に含む活性化法法定協議会に限

 る。

イ　地域公共交通計画に、地域旅客運送サービスについて　の利用者の数、収支、費用に係る

国又は地方公共団体の支出の額に加え、広域移動手段の確保、地域内交通と地域間交通との

 円滑な接続の確保等の観点からの目標値その他の定量的な目標値を記載すること。

ロ　交通圏全体で、利用者の利便性を向上し、効果的・効率的な地域公共交通ネットワークの

実現を図るため、地域公共交通ネットワークの再構築や、地方公共団体と交通事業者との役

割分担の見直しについて検討し、地域公共交通計画に、路線等ごとの役割や運営のあり方を
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 明確に記載すること。

ハ　地域公共交通計画に、都道府県及び複数の市町村の協働に関わる、組織・体制、費用負担

 その他の具体的な事項を記載すること。

 

 （※１）基準期間とは、補助対象期間（１０月１日～翌９月末日）の前々補助対象期間をいう。

（※２）基準年度とは、補助金の交付を受けようとする会計年度（４月１日～翌３月末日）の前

 々々会計年度をいう。

 （※３）過去３年間とは、基準期間又は基準年度を最終年度とする連続した過去３年間をいう。
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生活バス路線について 

 

１ 生活バス路線とは 

生活バス路線とは、通勤、通学、通院など住民の日常 

生活のために利用される路線バスである。 

よって、急行バス、高速バス、リムジンバス及び定期 

観光バスは、該当しない。 

 

２  県内の生活バス路線数（令和７年６月１日現在） 

事業者名 令和７年度 令和８年度見込 

伊予鉄バス株式会社 63系統 63系統 

瀬戸内運輸株式会社 44系統 42系統 

宇和島自動車株式会社 66系統 62系統 

瀬戸内海交通株式会社 19系統 19系統 

中島汽船株式会社 ８系統 ８系統 

ｼﾞｪｲｱｰﾙ四国バス株式会社 １系統 １系統 

伊予鉄南予バス株式会社 20系統 20系統 

 

計 221系統 215系統 
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１．全系統

増減内訳

新設 廃止 その他

伊 予 鉄 バ ス ㈱ 63          63          0

瀬 戸 内 運 輸 ㈱ 44          44          0 2 2

宇 和 島 自 動 車 ㈱ 69          66          ▲ 3 8 11

瀬 戸 内 海 交 通 ㈱ 19          19          0

中 島 汽 船 ㈱ 8            8            0

ジ ェ イ ア ー ル 四 国 バ ス ㈱ 1            1            0

伊 予 鉄 南 予 バ ス ㈱ 23          20          ▲ 3 1 4

合 計 227         221         ▲ 6 11 17 0

２．国庫補助系統

増減内訳

新設 廃止 その他

伊 予 鉄 バ ス ㈱ 3            3            0

瀬 戸 内 運 輸 ㈱ 12          10          ▲ 2 2

宇 和 島 自 動 車 ㈱ 10          8            ▲ 2 2

瀬 戸 内 海 交 通 ㈱ -            -            0

中 島 汽 船 ㈱ -            -            0

ジ ェ イ ア ー ル 四 国 バ ス ㈱ 1            1            0

伊 予 鉄 南 予 バ ス ㈱ 1            1            0

合 計 27          23          ▲ 4 0 4 0

（参考）増減内訳の廃止欄には、路線の見直しによる再編の結果、減少となった系統を含む。

令和７年度運行系統について

事 業 者 名
６.６.１の
系統数

(Ａ)

７.６.１の
系統数

(Ｂ)

増　　減
(B)-(A)

（参考）増減内訳の廃止欄には、路線の見直しによる再編の結果、減少となった系統を含む。

事 業 者 名
６.６.１の
系統数

(Ａ)

７.６.１の
系統数

(Ｂ)

増　　減
(B)-(A)
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１．全系統

増減内訳

新設 廃止 その他

伊 予 鉄 バ ス ㈱ 63          63          0

瀬 戸 内 運 輸 ㈱ 44          42          ▲ 2 2

宇 和 島 自 動 車 ㈱ 66          62          ▲ 4 4

瀬 戸 内 海 交 通 ㈱ 19          19          0

中 島 汽 船 ㈱ 8            8            0

ジ ェ イ ア ー ル 四 国 バ ス ㈱ 1            1            0

伊 予 鉄 南 予 バ ス ㈱ 20          20          0

合 計 221         215         ▲ 6 0 6 0

２．国庫補助系統

増減内訳

新設 廃止 その他

伊 予 鉄 バ ス ㈱ 3            3            0

瀬 戸 内 運 輸 ㈱ 10          10          0

宇 和 島 自 動 車 ㈱ 8            8            0

瀬 戸 内 海 交 通 ㈱ -            -            0

中 島 汽 船 ㈱ -            -            0

ジ ェ イ ア ー ル 四 国 バ ス ㈱ 1            1            0

伊 予 鉄 南 予 バ ス ㈱ 1            1            0

合 計 23          23          0 0 0 0

（参考）増減内訳の廃止欄には、路線の見直しによる再編の結果、減少となった系統を含む。

（参考）増減内訳の廃止欄には、路線の見直しによる再編の結果、減少となった系統を含む。

事 業 者 名
７.６.１の
系統数

(Ａ)

８.６.１の
系統数

(Ｂ)

増　　減
(B)-(A)

令和８年度運行系統見込について

事 業 者 名
７.６.１の
系統数

(Ａ)

８.６.１の
系統数

(Ｂ)

増　　減
(B)-(A)

23



 

生活バス路線の維持に係る愛媛県の補助制度の概要 

 

 国庫補助（国庫補助対象路線） 県単補助（県単補助対象路線） 

補 助 金 
交 付 先 

乗合バス事業者 
（国、県がそれぞれ直接補助） 

乗合バス事業者に補助を行う市町 
（県は市町を通じて間接補助） 

補助 対象 
路 線 

広域的・幹線的路線 
（以下の要件を満たす路線） 

準広域的・幹線的路線 
（以下の要件を満たす路線） 

補助対象 
要 件 

 
 

・複数市町（H13.3 末時点の旧市町村含む）

にまたがる路線 
・１日あたり輸送量見込が 15～150人 

（ただし、過去２ヵ年度連続して 15 人未満

又は 150 人超であったものを除く） 

・１日あたり運行回数が３回以上 
・県庁所在地、広域行政圏の中心町村等

へアクセス 
※再編特例対象路線については、一部要
件が緩和される。 

・キロ程が５km以上 
 
・１日あたり輸送量実績が 15～150人 
 
 
・１日あたり運行回数が３回以上 

補助対象 
期 間 

前年度の 10月 1日から、 
当該年度の 9月 30日までの１年間 

前年度の 10月 1日から、 
当該年度の 9月 30日までの１年間 

補助対象 
経 費 

○運行欠損額（経常費用－経常収益） 
・経常費用の 9/20を限度 

○車両購入の減価償却費・金融費用 
※５年間の分割補助に 22年度から変更 
・ノンステップ型 1,500万円/両 
・ワンステップ型 1,300万円/両 
・小型 1,200万円/両 
・借入利息年 2.5％を限度 

○運行欠損額（経常費用－経常収益） 
・経常費用の 9/20又は市町補助金額を限度 

○車両購入の減価償却費・金融費用 
※５年間の分割補助に 23年度から変更 
・ノンステップ型 1,500万円/両 
・ワンステップ型 1,300万円/両 
・小型 1,200万円/両 
・借入利息年 2.5％を限度 
・廃止代替バス車両 500万円/両 
・廃止代替乗合タクシー 400万円/両 

補助率 国 1/2、県 1/2（協調補助） 県 1/2、市町 1/2（間接補助） 

 

24



令和７年度生活バス路線（R7.6.1現在） ＜補助対象期間：R6.10.1～R7.9.30＞

路線名 起点 (経由地) 終点
キロ程
（㎞）

平均乗車
密度

運行回数
輸送量
（人）

バス事業者名

イ ロ ハ ロ×ハ＝ニ

伊予鉄バス：63系統

1 1 都心循環東南線 松山市 松山市駅　南環状線　松山市駅 7.5 2.2 19.6 43.1 伊予鉄バス株式会社

2 2 ８番線 松山市 JR松山駅前　南堀端・千舟町　道後温泉駅前 7.0 3.0 26.3 78.9 伊予鉄バス株式会社

3 3 １０番線 松山市 味生　短大前　久米駅前 13.7 4.6 2.1 9.6 伊予鉄バス株式会社

4 4 １０番線 松山市 津田団地前　短大前　久米駅前 12.7 4.7 18.0 84.6 伊予鉄バス株式会社

5 5 １０番線 松山市 JR松山駅前　短大前　久米駅前 7.7 3.8 20.1 76.3 伊予鉄バス株式会社

6 6 １０番線 松山市 松山市駅　短大前　久米駅前 6.2 3.4 0.6 2.0 伊予鉄バス株式会社

7 7 森松線 松山市 松山市駅　大街道　森松 7.9 4.7 5.3 24.9 伊予鉄バス株式会社

8 8 森松線 松山市 松山市駅　千舟町　森松 6.3 4.0 0.3 1.2 伊予鉄バス株式会社

9 9 砥部線 松山市 松山市駅　大街道　大岩橋 15.1 5.9 17.3 102.0 伊予鉄バス株式会社

10 10 砥部線 松山市 松山市駅　千舟町　大岩橋 13.6 5.6 1.0 5.6 伊予鉄バス株式会社

11 11 砥部線 松山市 松山市駅　大街道　断層口 14.7 5.8 17.1 99.1 伊予鉄バス株式会社

12 12 砥部線 松山市 松山市駅　大街道　砥部伝統産業会館前 13.8 5.7 1.0 5.7 伊予鉄バス株式会社

13 13 砥部線 松山市 松山市駅　千舟町　砥部伝統産業会館前 12.2 5.3 0.9 4.7 伊予鉄バス株式会社

14 14 運動公園線 松山市 松山市駅　千舟町　えひめこどもの城 11.6 5.3 16.0 84.8 伊予鉄バス株式会社

15 15 森松～横河原線 松山市 森松　愛大病院前　木地 27.2 0.4 4.6 1.8 伊予鉄バス株式会社

16 16 拝志線 松山市 松山市駅　中野　上林皿ヶ嶺登山口 21.5 1.8 0.8 1.4 伊予鉄バス株式会社

17 17 拝志線 松山市 森松　中野　上林皿ヶ嶺登山口 13.6 1.6 0.1 0.1 伊予鉄バス株式会社

18 18 滑川線 東温市 横河原駅前　海上 16.4 0.6 2.6 1.5 伊予鉄バス株式会社

19 19 滑川線 東温市 川内　海上 13.6 0.6 0.3 0.1 伊予鉄バス株式会社

20 20 松瀬川線 東温市 横河原駅前　松瀬川 9.2 0.5 1.9 0.9 伊予鉄バス株式会社

21 21 井内線 東温市 横河原駅前　井内北間 9.5 0.5 1.9 0.9 伊予鉄バス株式会社

22 22 河之内線 東温市 横河原駅前　白猪滝口 10.6 0.5 0.6 0.3 伊予鉄バス株式会社

23 23 河之内線 東温市 東温市役所　白猪滝口 13.3 0.5 1.9 0.9 伊予鉄バス株式会社

24 24 川内線 松山市 松山市駅　川内　さくらの湯 18.2 3.8 4.0 15.2 伊予鉄バス株式会社

25 25 川内線 松山市 松山市駅　愛大病院前　さくらの湯 18.4 3.8 19.5 74.1 伊予鉄バス株式会社

26 26 川内線 松山市 松山市駅　愛大病院前　川内グリーンタウン上 19.0 3.8 4.5 17.1 伊予鉄バス株式会社

27 27 勝岡線 松山市 松山市駅　衣山　運転免許センター 12.5 3.8 21.6 82.0 伊予鉄バス株式会社

28 28 勝岡線 松山市 松山市駅　衣山　勝岡東 12.3 3.8 4.4 16.7 伊予鉄バス株式会社

29 29 伊台線 松山市 松山市駅　山田　伊台 10.9 2.2 13.9 30.5 伊予鉄バス株式会社

30 30 伊台線 松山市 松山市駅　末　伊台 10.8 2.3 0.6 1.3 伊予鉄バス株式会社

31 31 北条線 松山市 松山市駅　北条 18.1 5.3 27.5 145.7 伊予鉄バス株式会社

32 32 北条線 松山市 松山市駅　　うみてらす 9.5 4.1 22.2 91.0 伊予鉄バス株式会社

33 33 北条線 松山市 松山市駅　北条 18.1 5.3 1.3 6.8 伊予鉄バス株式会社

34 34 高浜ピストン 松山市 高浜駅前　松山観光港 0.6 1.2 61.0 73.2 伊予鉄バス株式会社

35 35 三津・吉田線 松山市 松山市駅　吉田　三津港 9.8 3.1 20.3 62.9 伊予鉄バス株式会社

36 36 三津・吉田線 松山市 松山市駅　吉田・市役所前　三津港 10.6 3.1 0.3 0.9 伊予鉄バス株式会社

37 37 三津・吉田線 松山市 松山市駅　吉田　金比羅前 6.6 2.7 4.9 13.2 伊予鉄バス株式会社

38 38 三津・吉田線 松山市 松山市駅　吉田・市役所前　金比羅前 7.4 2.7 0.5 1.3 伊予鉄バス株式会社

39 39 今出線 松山市 余戸　垣生中学校前　余戸 6.8 2.0 29.9 59.8 伊予鉄バス株式会社

40 40 今出線 松山市 松山市駅　余戸・今出港　余戸 11.6 1.6 1.0 1.6 伊予鉄バス株式会社

41 41 今出線 松山市 余戸　今出港・余戸　松山市駅 11.6 1.6 1.0 1.6 伊予鉄バス株式会社

42 42 松山中央公園線 松山市 松山市駅　保免　ﾏﾄﾞﾝﾅｽﾀｼﾞｱﾑ 5.4 1.9 10.0 19.0 伊予鉄バス株式会社

43 43 北伊予線 松山市 松山市駅　ﾊﾞｲﾊﾟｽ　北伊予駅前 6.5 2.8 9.1 25.4 伊予鉄バス株式会社

44 44 北伊予線 松山市 北伊予駅前　ﾊﾞｲﾊﾟｽ　松山市駅 7.0 2.8 9.1 25.4 伊予鉄バス株式会社

45 45 北伊予線 松山市 松山市駅　ﾊﾞｲﾊﾟｽ・市役所前　北伊予駅前 7.3 2.8 0.6 1.6 伊予鉄バス株式会社

46 46 松山空港線 松山市 道後温泉駅前　喜与町　松山空港 10.9 5.0 2.1 10.5 伊予鉄バス株式会社

47 47 松山空港線 松山市 松山空港　ﾛｰﾌﾟｳｪｲ　道後温泉駅前 10.4 5.0 2.1 10.5 伊予鉄バス株式会社

48 48 松山空港線 松山市 松山市駅　松山空港 7.3 4.3 23.0 98.9 伊予鉄バス株式会社

49 49 松山空港線 松山市 湯の山集会所　喜与町　松山空港 18.5 5.7 10.6 60.4 伊予鉄バス株式会社

50 50 松山空港線 松山市 松山空港　ﾛｰﾌﾟｳｪｲ　湯の山ﾆｭｰﾀｳﾝ 18.1 5.7 10.8 61.5 伊予鉄バス株式会社

51 51 松山空港線 松山市 湧ヶ渕　湯の山・喜与町　松山空港 21.6 5.8 2.6 15.0 伊予鉄バス株式会社

52 52 松山空港線 松山市 松山空港　ﾛｰﾌﾟｳｪｲ・湯の山　湧ヶ渕 21.1 5.8 2.0 11.6 伊予鉄バス株式会社

53 53 市坪・はなみずき線（市坪まわり） 松山市 松山市駅　市坪・古川北　松山市駅 8.7 3.2 20.6 65.9 伊予鉄バス株式会社

54 54 市坪・はなみずき線（はなみずきまわり） 松山市 松山市駅　古川北・市坪　松山市駅 8.7 3.2 20.0 64.0 伊予鉄バス株式会社

55 55 市坪線 松山市 松山市駅　市坪・市役所前　椿神社前 6.6 2.9 0.5 1.4 伊予鉄バス株式会社

56 56 電車連絡久米窪田線 松山市 久米駅前　高井北　久米駅前 7.0 1.0 27.9 27.9 伊予鉄バス株式会社

57 57 電車連絡梅本ループ線 松山市 梅本駅前　四国がんｾﾝﾀｰ　梅本駅前 3.6 1.1 9.9 10.8 伊予鉄バス株式会社

58 58 電車連絡梅本ループ線 松山市 梅本駅前　四国がんｾﾝﾀｰ　梅本駅前 3.4 1.2 1.9 2.2 伊予鉄バス株式会社

59 59 松前町ひまわりバス東コース左回り 松前町 文化センター前　役場前 15.1 0.3 2.0 0.6 伊予鉄バス株式会社

60 60 松前町ひまわりバス東コース右回り 松前町 文化センター前　役場前 14.3 0.3 2.0 0.6 伊予鉄バス株式会社

61 61 松前町ひまわりバス西コース左回り 松前町 文化センター前　役場前 17.7 0.4 2.0 0.8 伊予鉄バス株式会社

62 62 松前町ひまわりバス西コース右回り 松前町 文化センター前　役場前 18.9 0.4 2.0 0.8 伊予鉄バス株式会社

63 63 三津ループ線 松山市 太山寺　三津駅前　太山寺 9.7 1.0 4.6 4.6 伊予鉄バス株式会社
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瀬戸内運輸：44系統

64 1 菊間 今治市 19.5 1.3 5.6 7.2 瀬戸内運輸株式会社

65 2 星の浦 今治市 11.6 1.4 2.1 2.9 瀬戸内運輸株式会社

66 3 小部渡し場 今治市 31.0 3.4 3.9 13.2 瀬戸内運輸株式会社

67 4 渡し場小部 今治市 31.0 2.5 5.1 12.7 瀬戸内運輸株式会社

68 5 小部郷山 今治市 31.0 2.3 4.8 11.0 瀬戸内運輸株式会社

69 6 郷山小部 今治市 31.0 3.1 5.1 15.8 瀬戸内運輸株式会社

70 7 波止浜 今治市 8.9 0.4 0.3 0.1 瀬戸内運輸株式会社

71 8 小浦大浜 今治市 20.3 1.5 3.7 5.5 瀬戸内運輸株式会社

72 9 今治イオン 今治市 8.3 1.9 10.5 19.9 瀬戸内運輸株式会社

73 10 玉川今治 今治市 9.5 0.8 0.3 0.2 瀬戸内運輸株式会社

74 11 桜井循環 今治市 20.9 2.6 8.1 21.0 瀬戸内運輸株式会社

75 12 唐子循環 今治市 20.9 1.7 7.2 12.2 瀬戸内運輸株式会社

76 13 桜井団地 今治市 8.1 1.8 1.3 2.3 瀬戸内運輸株式会社

77 14 今治志々満ヶ原 今治市 10.7 1.4 0.3 0.4 瀬戸内運輸株式会社

78 15 志々満ヶ原今治 今治市 9.9 0.6 0.6 0.3 瀬戸内運輸株式会社

79 16 周桑山根 新居浜市 37.8 2.3 2.7 6.2 瀬戸内運輸株式会社

80 17 中萩 新居浜市 24.7 2.3 9.2 21.1 瀬戸内運輸株式会社

81 18 南高中萩 新居浜市 27.4 2.3 0.6 1.3 瀬戸内運輸株式会社

82 19 端出場 新居浜市 17.0 0.7 3.3 2.3 瀬戸内運輸株式会社

83 20 山根 新居浜市 11.2 0.8 0.9 0.7 瀬戸内運輸株式会社

84 21 山根労災 新居浜市 13.8 0.3 0.4 0.1 瀬戸内運輸株式会社

85 22 磯浦山根労災 新居浜市 16.3 0.3 0.3 0.0 瀬戸内運輸株式会社

86 23 黒島 新居浜市 16.5 2.2 6.5 14.3 瀬戸内運輸株式会社

87 24 黒島車庫 新居浜市 18.4 1.1 0.3 0.3 瀬戸内運輸株式会社

88 25 新居浜高専 新居浜市 1.5 1.1 0.3 0.3 瀬戸内運輸株式会社

89 26 垣生多喜浜 新居浜市 9.7 1.8 1.8 3.2 瀬戸内運輸株式会社

90 27 広瀬多喜浜 新居浜市 15.7 2.0 6.7 13.4 瀬戸内運輸株式会社

91 28 住友多喜浜 新居浜市 11.4 0.2 0.1 0.0 瀬戸内運輸株式会社

92 29 川之江 新居浜市 38.5 2.2 4.1 9.0 瀬戸内運輸株式会社

93 30 三島川之江 新居浜市 40.4 0.0 0.0 0.0 瀬戸内運輸株式会社

94 31 豊岡川之江 新居浜市 39.9 2.3 2.9 6.6 瀬戸内運輸株式会社

95 32 三中川之江 新居浜市 47.8 2.7 0.8 2.1 瀬戸内運輸株式会社

96 33 中央川之江 新居浜市 45.9 2.6 5.5 14.3 瀬戸内運輸株式会社

97 34 七田 四国中央市 12.4 0.3 0.6 0.1 瀬戸内運輸株式会社

98 35 今治新居浜 新居浜市 50.9 2.6 11.1 28.8 瀬戸内運輸株式会社

99 36 今治周桑 今治市 24.4 1.3 0.5 0.6 瀬戸内運輸株式会社

100 37 今治壬生川駅小松 今治市 27.2 1.6 0.5 0.8 瀬戸内運輸株式会社

101 38 小松桜井今治 今治市 26.0 3.3 1.2 3.9 瀬戸内運輸株式会社

102 39 周桑新居浜 新居浜市 28.0 1.3 1.0 1.3 瀬戸内運輸株式会社

103 40 小松十全新居浜 新居浜市 24.9 1.1 0.5 0.5 瀬戸内運輸株式会社

104 41 小松工新居浜 新居浜市 25.6 3.2 0.3 0.9 瀬戸内運輸株式会社

105 42 新居浜十全周桑 新居浜市 26.7 0.5 0.5 0.2 瀬戸内運輸株式会社

106 43 入野川之江 四国中央市 18.4 2.6 0.3 0.7 瀬戸内運輸株式会社

107 44 新居浜イオン 新居浜市 4.1 2.3 1.0 2.3 瀬戸内運輸株式会社

宇和島自動車：66系統

108 1 大洲～天赦園 宇和島市 43.5 1.4 0.9 1.2 宇和島自動車株式会社

109 2 宇和島～城辺 宇和島市 43.9 1.6 2.7 4.3 宇和島自動車株式会社

110 3 宇和島～城辺 宇和島市 43.5 4.5 2.7 12.1 宇和島自動車株式会社

111 4 宇和島～宿毛 宇和島市 67.1 3.8 4.7 17.8 宇和島自動車株式会社

112 5 宇和島～宿毛 宇和島市 66.7 2.3 4.7 10.8 宇和島自動車株式会社

113 6 宇和島～卯之町 宇和島市 21.6 2.0 0.5 1.0 宇和島自動車株式会社

114 7 大洲～鹿野川 大洲市 25.3 1.2 3.7 4.4 宇和島自動車株式会社

115 8 野村～白髭 西予市 16.2 1.1 2.7 2.9 宇和島自動車株式会社

116 9 野村～白髭 西予市 16.0 1.0 2.7 2.7 宇和島自動車株式会社

117 10 野村～上辰の口 西予市 13.0 1.7 2.8 4.7 宇和島自動車株式会社

118 11 野村～上辰の口 西予市 12.6 0.0 0.8 0.0 宇和島自動車株式会社

119 12 西予市民病院～野村 西予市 19.8 1.4 2.9 4.0 宇和島自動車株式会社

120 13 西予市民病院～野村 西予市 20.2 3.4 0.9 3.0 宇和島自動車株式会社

121 14 西予市民病院～野村 西予市 21.2 1.4 1.4 1.9 宇和島自動車株式会社

122 15 野村～大洲 大洲市 40.1 2.4 0.4 0.9 宇和島自動車株式会社

123 16 野村～大洲 大洲市 40.3 2.4 0.4 0.9 宇和島自動車株式会社

124 17 野村～城川支所前 西予市 13.5 0.0 0.3 0.0 宇和島自動車株式会社

125 18 卯之町～城川支所前 西予市 33.3 2.7 0.7 1.8 宇和島自動車株式会社

入野～土居～川之江(営)

新居浜駅～十全病院南口～イオン新居浜

今治(営)～大西～菊間

今治(営)～大西～星之浦

今治(営)～小部～渡し場～今治(営)

今治(営)～渡し場～小部～今治(営)

今治(営)～小部～郷山～今治(営)

今治(営)～郷山～小部～今治(営)

波止浜～今治県病院～今治(営)

今治(営)～小浦・大浜～今治(営)

志々満ヶ原～古国分～今治(営)

周桑(営)～横黒～マイントピア別子

新居浜西ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～中萩～西条済生会

新居浜西ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～南校～西条済生会

新居浜西ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～労災～マイントピア別子

新居浜西ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～東城～山根グランド

今治(営)～馬越～ｲｵﾝﾓｰﾙ今治新都市

玉川支所～馬越～今治桟橋

今治桟橋～桜井団地～今治桟橋

今治桟橋～唐子台～今治桟橋

今治桟橋～馬越～桜井団地

今治(営)～桜井～志々満ヶ原

広瀬公園～新居浜西ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～多喜浜駅

新居浜西ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～多喜浜駅～多喜浜車庫

新居浜西ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～土居～川之江(営)

新居浜西ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～三島医療センター～川之江(営)

新居浜西ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～豊岡台～川之江(営)

新居浜西ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～三島医・中央病～川之江(営)

新居浜西ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～労災～山根グランド

磯浦工場前～労災～山根グランド

新居浜西ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～平形～黒島

新居浜西ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～黒島～多喜浜車庫

新居浜駅～庄内町1丁目～新居浜高専前

新居浜西ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～元塚～多喜浜駅

周桑(営)～西条～新居浜駅

小松支所前～十全病院南口～新居浜駅

小松支所前～工場～新居浜駅

新居浜駅～十全病院南口～周桑(営)

大洲駅前（卯之町）天赦園

新居浜西ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～中央病～川之江(営)

川之江駅～上分～七田

今治(営)～西条～新居浜駅

今治(営)～桜井～周桑(営)

今治(営)～桜井～壬生川駅～小松支所前

小松支所前～河原津～桜井～今治(営)

畜産試験場　　　白髭

畜産試験場　　　白髭

野村病院　　　　　上辰の口

野村　　　　　　上辰の口

西予市民病院　　　　野村

西予市民病院（下宇和駅）野村

宇和島駅前（市立病院）城辺

宇和島駅前（市立病院）城辺

宇和島駅前（市立病院）宿毛

宇和島駅前（市立病院）宿毛

ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ　　　卯之町

大洲病院　　　肱川支所

西予市民病院　　　　畜産試験場前

野村（卯之町）ｵｽﾞﾒｯｾ

野村（卯之町･ｵｽﾞﾒｯｾ）大洲IC口

野村　　　城川総合支所前

西予市民病院　　　城川支所前
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令和７年度生活バス路線（R7.6.1現在） ＜補助対象期間：R6.10.1～R7.9.30＞

路線名 起点 (経由地) 終点
キロ程
（㎞）

平均乗車
密度

運行回数
輸送量
（人）

バス事業者名

イ ロ ハ ロ×ハ＝ニ

系統
番号

事業者
別系統
番号

広域行政
圏中心市
町村名

126 19 宇和島～虹の森公園前 宇和島市 28.5 2.3 7.6 17.4 宇和島自動車株式会社

127 20 宇和島～日吉 宇和島市 37.9 0.4 0.4 0.1 宇和島自動車株式会社

128 21 宇和島～日吉 宇和島市 38.7 3.6 0.4 1.4 宇和島自動車株式会社

129 22 宇和島～野村 宇和島市 63.4 3.3 4.7 15.5 宇和島自動車株式会社

130 23 宇和島～野村 宇和島市 62.6 1.0 0.3 0.3 宇和島自動車株式会社

131 24 八幡浜～穴井 八幡浜市 16.9 2.3 4.5 10.3 宇和島自動車株式会社

132 25 八幡浜～穴井 八幡浜市 16.6 2.2 4.5 9.9 宇和島自動車株式会社

133 26 三瓶～周木 八幡浜市 6.6 1.0 3.2 3.2 宇和島自動車株式会社

134 27 八幡浜～下泊 八幡浜市 26.7 2.2 2.0 4.4 宇和島自動車株式会社

135 28 八幡浜～下泊 八幡浜市 26.4 1.2 3.6 4.3 宇和島自動車株式会社

136 29 八幡浜～下泊 八幡浜市 28.1 2.2 1.9 4.1 宇和島自動車株式会社

137 30 八幡浜～下泊 八幡浜市 27.8 2.4 0.4 0.9 宇和島自動車株式会社

138 31 三瓶～歴史博物館前 西予市 18.2 0.6 2.5 1.5 宇和島自動車株式会社

139 32 周木～歴史博物館前 西予市 24.8 2.0 1.9 3.8 宇和島自動車株式会社

140 33 俵津～卯之町 西予市 14.1 1.4 2.7 3.7 宇和島自動車株式会社

141 34 俵津～卯之町 西予市 14.9 1.2 1.7 2.0 宇和島自動車株式会社

田之浜～宇和島 宇和島市 41.0 2.1 3.8 7.9 宇和島自動車株式会社

田之浜～宇和島 宇和島市 41.6 2.1 3.9 8.1 宇和島自動車株式会社

船間～天赦園 宇和島市 22.3 3.6 2.0 7.2 宇和島自動車株式会社

船間～天赦園 宇和島市 23.6 1.7 0.4 0.6 宇和島自動車株式会社

船間～天赦園 宇和島市 25.3 3.8 2.7 10.2 宇和島自動車株式会社

船間～天赦園 宇和島市 26.6 2.3 0.5 1.1 宇和島自動車株式会社

145 38 立間～宇和島 宇和島市 13.3 0.6 0.7 0.4 宇和島自動車株式会社

146 39 立間～岩松 宇和島市 26.6 1.0 2.1 2.1 宇和島自動車株式会社

147 40 立間～福浦 宇和島市 41.1 3.4 2.6 8.8 宇和島自動車株式会社

148 41 立間～福浦 宇和島市 41.5 2.5 4.9 12.2 宇和島自動車株式会社

149 42 宇和島～吉田 宇和島市 11.6 14.6 0.8 11.6 宇和島自動車株式会社

150 43 宇和島～岩松 宇和島市 14.3 2.6 1.5 3.9 宇和島自動車株式会社

151 44 岩松～福浦 宇和島市 11.9 2.9 0.7 2.0 宇和島自動車株式会社

152 45 岩松～嵐 宇和島市 18.0 1.8 4.5 8.1 宇和島自動車株式会社

153 46 宇和島～平浦 宇和島市 15.0 1.1 4.0 4.4 宇和島自動車株式会社

154 47 宇和島～平浦 宇和島市 15.6 3.0 3.5 10.5 宇和島自動車株式会社

155 48 きさいや広場～三浦小学校前 宇和島市 13.8 0.7 0.2 0.1 宇和島自動車株式会社

156 49 下波東～狩津 宇和島市 4.0 0.4 4.3 1.7 宇和島自動車株式会社

157 50 宇和島～蒋渕 宇和島市 38.1 2.7 5.9 15.9 宇和島自動車株式会社

158 51 川之内～小長早 八幡浜市 11.4 1.5 6.0 9.0 宇和島自動車株式会社

159 52 川之内～小長早 八幡浜市 11.2 1.2 6.1 7.3 宇和島自動車株式会社

160 53 柿原～出口 宇和島市 7.7 1.7 16.3 27.7 宇和島自動車株式会社

161 54 赤松～柿の木 宇和島市 14.0 2.8 0.4 1.1 宇和島自動車株式会社

162 55 赤松～薬師谷 宇和島市 12.8 2.5 1.3 3.2 宇和島自動車株式会社

163 56 赤松～薬師谷渓谷 宇和島市 14.0 1.6 8.2 13.1 宇和島自動車株式会社

164 57 堀端～柿原 宇和島市 4.3 0.5 1.5 0.7 宇和島自動車株式会社

165 58 東高校～柿原 宇和島市 4.7 2.1 0.2 0.4 宇和島自動車株式会社

166 59 堀端～出口 宇和島市 3.4 0.2 1.0 0.2 宇和島自動車株式会社

167 60 堀端～柿の木 宇和島市 7.2 0.0 0.4 0.0 宇和島自動車株式会社

168 61 堀端～柿の木 宇和島市 6.8 5.1 0.2 1.0 宇和島自動車株式会社

169 62 堀端～薬師谷 宇和島市 5.3 0.0 0.3 0.0 宇和島自動車株式会社

170 63 堀端～薬師谷渓谷 宇和島市 6.5 0.1 0.4 0.0 宇和島自動車株式会社

171 64 堀端～赤松 宇和島市 6.8 0.0 0.9 0.0 宇和島自動車株式会社

172 65 赤松～天赦園 宇和島市 7.9 1.0 0.3 0.3 宇和島自動車株式会社

173 66 きさいや広場～本九島 宇和島市 9.0 1.9 8.8 16.7 宇和島自動車株式会社

瀬戸内海交通：19系統

174 1 大島（営）・早川線 5.5 1.6 9.7 15.5 瀬戸内海交通株式会社

175 2 大島（営）・友浦線 3.9 0.8 2.3 1.8 瀬戸内海交通株式会社

176 3 志津見・名駒・津倉線 35.8 14.4 0.5 7.2 瀬戸内海交通株式会社

177 4 下田水・名駒・志津見線 19.4 11.9 0.2 2.3 瀬戸内海交通株式会社

178 5 大島（営）・志津見・津倉線 16.4 11.0 0.2 2.2 瀬戸内海交通株式会社

179 6 下田水・志津見線 8.0 9.5 0.2 1.9 瀬戸内海交通株式会社

180 7 志津見・役場線 7.5 8.6 0.2 1.7 瀬戸内海交通株式会社

181 8 下田水・名駒線 9.7 10.9 0.5 5.4 瀬戸内海交通株式会社

182 9 宮浦・宗方線 11.4 1.6 9.5 15.2 瀬戸内海交通株式会社

183 10 宮浦・肥海線 6.0 1.3 6.9 8.9 瀬戸内海交通株式会社

184 11 宮浦・新道・宗方線 10.9 11.4 1.0 11.4 瀬戸内海交通株式会社

185 12 宮浦・小学校・バイパス・宗方線 11.4 10.8 0.8 8.6 瀬戸内海交通株式会社

142 35

143 36

144 37

東高校前（柿原ﾊﾞｲﾊﾟｽ）日吉支所前

東高校前（柿原ﾊﾞｲﾊﾟｽ･北宇和病院）日吉支所前

東高校前（柿原ﾊﾞｲﾊﾟｽ･北宇和病院）野村病院

東高校前（柿原ﾊﾞｲﾊﾟｽ）野村病院

八幡浜市立病院（八代）穴井

八幡浜市立病院（八代）穴井

東高校前（道の駅みま）虹の森公園前

周木（西予市民病院）歴史博物館前

俵津車庫前　　　西予市民病院

俵津車庫前（宇和高校）西予市民病院

田之浜（池の浦）天赦園

田之浜（池の浦）天赦園

三瓶　　　　周木

八幡浜市立病院（日の浦団地）下泊

八幡浜市立病院（日の浦団地）下泊

八幡浜市立病院（日の浦団地･蔵貫村）下泊

八幡浜市立病院（日の浦団地･蔵貫村）下泊

三瓶（西予市民病院）歴史博物館前

立間駅前（ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ）福浦

立間駅前（ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ･南楽園）福浦

ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ　　　北小路

宇和島駅前　　　岩松

岩松　　　　福浦

岩松（津島田の浜･脇）嵐

船間（立目）天赦園

船間（立目・知永）天赦園

船間（立目）天赦園

船間（立目・知永）天赦園

立間駅前　　　ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ

立間駅前　　　　岩松

川之内（八幡浜港）小長早

柿原　　　　　出口

赤松　　　　　柿の木

赤松（ｼﾞｪｲｺｰ宇和島病院）薬師谷

赤松（ｼﾞｪｲｺｰ宇和島病院）薬師谷渓谷

堀端　　　　　柿原

きさいや広場　　平浦

きさいや広場（蕨）平浦

きさいや広場　　三浦小学校前

下波東　　水産試験場前

きさいや広場（寄松･神崎）蒋渕

川之内（八幡浜港）小長早

堀端　　　　　赤松

赤松　　　天赦園

きさいや広場　本九島

大島（営）（余所国）早川

東高校前　　　柿原

堀端　　　　　出口

堀端　　　　　柿の木

柿の木　　　　東高校前

堀端　　　　　薬師谷

堀端　　　　薬師谷渓谷

下田水港（名駒・亀山）下田水港

宮浦港（トンネル下・浦戸）宗方港

宮浦港（宮浦農協・大見）肥海

宮浦港（宮浦農協・浦戸）宗方港

宮浦港（大三島小学校・バイパス）宗方港

大島（営）（村上水軍博物館）友浦

大島（営）（志津見・名駒・津倉）大島（営）

下田水港（名駒・志津見）大島（営）

大島（営）（志津見・津倉）下田水港

下田水港（幸・仁江）志津見

志津見（仁江・吉海町役場）下田水港
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路線名 起点 (経由地) 終点
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輸送量
（人）

バス事業者名

イ ロ ハ ロ×ハ＝ニ

系統
番号

事業者
別系統
番号
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町村名

186 13 宮浦・甲口線 8.4 10.7 0.8 8.5 瀬戸内海交通株式会社

187 14 甲口・宮浦線 10.0 11.0 0.8 8.8 瀬戸内海交通株式会社

188 15 伯方島BS～北浦・有津～伯方島BS 伯方町 17.8 1.9 4.3 8.1 瀬戸内海交通株式会社

189 16 伯方島BS～有津・北浦～伯方島BS 伯方町 17.8 1.9 8.6 16.3 瀬戸内海交通株式会社

190 17 伯方島BS～北浦・伯方小学校・有津～伯方島BS 伯方町 18.2 1.9 5.2 9.8 瀬戸内海交通株式会社

191 18 友浦・大島（営）・下田水線 13.6 1.4 3.2 4.4 瀬戸内海交通株式会社

192 19 友浦・大島（営）・大島BS・下田水線 14.0 1.4 7.7 10.7 瀬戸内海交通株式会社

中島汽船：８系統

193 1 東回り循環線 松山市 24.6 1.8 2.0 3.6 中島汽船株式会社

194 2 西回り循環線 松山市 24.6 2.1 3.6 7.5 中島汽船株式会社

195 3 西中港～中島港 松山市 25.6 0.7 1.0 0.7 中島汽船株式会社

196 4 神浦桟橋～中島港 松山市 9.8 1.5 3.6 5.4 中島汽船株式会社

197 5 北ループ線トンネル廻り 松山市 14.8 0.8 2.0 1.6 中島汽船株式会社

198 6 北ループ線粟井廻り 松山市 15.2 0.3 2.0 0.6 中島汽船株式会社

199 7 南ループ線トンネル廻り 松山市 16.2 1.1 4.0 4.4 中島汽船株式会社

200 8 南ループ線神浦廻り 松山市 16.2 1.3 2.3 2.9 中島汽船株式会社

ジェイアール四国バス：１系統

201 1 久万高原線 松山市 33.1 4.6 7.9 36.3 ジェイアール四国バス

伊予鉄南予バス：20系統

202 1 三崎線 八幡浜市 42.4 2.9 0.9 2.6 伊予鉄南予バス株式会社

203 2 三崎線 八幡浜市 24.6 2.5 0.8 2.0 伊予鉄南予バス株式会社

204 3 三崎線 八幡浜市 14.0 1.9 10.3 19.5 伊予鉄南予バス株式会社

205 4 八幡浜・長浜線 八幡浜市 35.1 2.3 0.9 2.0 伊予鉄南予バス株式会社

206 5 八幡浜・長浜線 大洲市 21.7 2.0 1.6 3.2 伊予鉄南予バス株式会社

207 6 八幡浜・長浜線 大洲市 4.1 1.2 0.3 0.3 伊予鉄南予バス株式会社

208 7 八幡浜・長浜線 八幡浜市 17.4 2.0 1.6 3.2 伊予鉄南予バス株式会社

209 8 八幡浜・長浜線 大洲市 25.2 2.0 0.3 0.6 伊予鉄南予バス株式会社

210 9 面河線 57.8 1.0 0.3 0.3 伊予鉄南予バス株式会社

211 10 面河線 41.5 1.0 0.9 0.9 伊予鉄南予バス株式会社

212 11 面河線 39.5 1.0 1.6 1.6 伊予鉄南予バス株式会社

213 12 面河線 17.1 0.8 0.2 0.1 伊予鉄南予バス株式会社

214 13 上直瀬線 16.5 1.3 0.9 1.1 伊予鉄南予バス株式会社

215 14 上直瀬線 29.5 1.7 1.3 2.2 伊予鉄南予バス株式会社

216 15 富重線 17.0 1.7 0.6 1.0 伊予鉄南予バス株式会社

217 16 富重線 22.4 1.7 1.3 2.2 伊予鉄南予バス株式会社

218 17 大洲市内循環バス  東大洲右回り 24.2 5.8 4.9 28.4 伊予鉄南予バス株式会社

219 18 大洲市内循環バス  東大洲左回り 24.2 5.8 3.9 22.6 伊予鉄南予バス株式会社

220 19 大洲市内循環バス  東大洲右回り（大洲駅前発） 17.9 4.7 0.6 2.8 伊予鉄南予バス株式会社

221 20 大洲市内循環バス  東大洲左回り（市立大洲病院発） 18.1 4.7 0.6 2.8 伊予鉄南予バス株式会社

宮浦港（野々江坂）甲口

中央病院→東回り循環線→中島港

中島港→西回り循環線→中央病院

西中港～神浦～中島港

神浦桟橋～長師～中島港

中島港→トンネル→粟井→中島港

中央病院→粟井→トンネル→中島港

甲口（野々江・大三島小学校）宮浦港

伯方島BS（北浦橋・有津）伯方島BS

伯方島BS（有津・北浦橋）伯方島BS

伯方島BS（北浦橋・伯方小学校・有津）木浦港

友浦（大島(営)・幸）下田水港

友浦（大島(営)・大島BS・幸）下田水港

八幡浜港　大洲病院・大洲駅前　長浜営業所

大洲病院　松ヶ花　長浜営業所

大洲病院　大洲駅前

八幡浜港　大洲病院　大洲駅前

夜昼パークタウン前　大洲病院前・大洲駅前　長浜営業所

中島港→トンネル→神浦→中島港

中島港→神浦→トンネル→中島港

松山（砥部）久万高原

八幡浜駅前　新伊方　三崎

八幡浜駅前　鼓尾　加周

八幡浜駅前　鼓尾　伊方町役場前

市立大洲病院 総合福祉センター 市立大洲病院

市立大洲病院 総合福祉センター 大洲駅前

大味川　面河局前　面河

久万営業所　大宝寺口　上直瀬

久万営業所　中野村・河之内　上直瀬

久万営業所　富重

久万営業所　馬野地　富重

市立大洲病院 総合福祉センター 市立大洲病院

久万営業所　嵯峨山・面河局前　石鎚土小屋

久万営業所　御三戸・面河局前　面河

久万営業所　嵯峨山・面河局前　面河

大洲駅前 総合福祉センター 市立大洲病院
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令和８年度生活バス路線見込み（R7.6.1現在） ＜補助対象期間：R7.10.1～R8.9.30＞

路線名 起点 (経由地) 終点
キロ程
（㎞）

平均乗車
密度

運行回数
輸送量
（人）

バス事業者名

イ ロ ハ ロ×ハ＝ニ

伊予鉄バス：63系統

1 1 都心循環東南線 松山市 松山市駅　南環状線　松山市駅 7.5 2.6 19.6 50.9 伊予鉄バス株式会社

2 2 ８番線 松山市 JR松山駅前　南堀端・千舟町　道後温泉駅前 7.0 3.5 26.3 92.0 伊予鉄バス株式会社

3 3 １０番線 松山市 味生　短大前　久米駅前 13.7 5.4 2.1 11.3 伊予鉄バス株式会社

4 4 １０番線 松山市 津田団地前　短大前　久米駅前 12.7 5.6 18.0 100.8 伊予鉄バス株式会社

5 5 １０番線 松山市 JR松山駅前　短大前　久米駅前 7.7 4.5 20.1 90.4 伊予鉄バス株式会社

6 6 １０番線 松山市 松山市駅　短大前　久米駅前 6.2 4.1 0.6 2.4 伊予鉄バス株式会社

7 7 森松線 松山市 松山市駅　大街道　森松 7.9 5.5 5.3 29.1 伊予鉄バス株式会社

8 8 森松線 松山市 松山市駅　千舟町　森松 6.3 4.7 0.3 1.4 伊予鉄バス株式会社

9 9 砥部線 松山市 松山市駅　大街道　大岩橋 15.1 6.9 17.3 119.3 伊予鉄バス株式会社

10 10 砥部線 松山市 松山市駅　千舟町　大岩橋 13.6 6.6 1.0 6.6 伊予鉄バス株式会社

11 11 砥部線 松山市 松山市駅　大街道　断層口 14.7 6.8 17.1 116.2 伊予鉄バス株式会社

12 12 砥部線 松山市 松山市駅　大街道　砥部伝統産業会館前 13.8 6.7 1.0 6.7 伊予鉄バス株式会社

13 13 砥部線 松山市 松山市駅　千舟町　砥部伝統産業会館前 12.2 6.3 0.9 5.6 伊予鉄バス株式会社

14 14 運動公園線 松山市 松山市駅　千舟町　えひめこどもの城 11.6 6.2 16.0 99.2 伊予鉄バス株式会社

15 15 森松～横河原線 松山市 森松　愛大病院前　木地 27.2 0.5 4.6 2.3 伊予鉄バス株式会社

16 16 拝志線 松山市 松山市駅　中野　上林皿ヶ嶺登山口 21.5 2.6 0.8 2.0 伊予鉄バス株式会社

17 17 拝志線 松山市 森松　中野　上林皿ヶ嶺登山口 13.6 2.2 0.1 0.2 伊予鉄バス株式会社

18 18 滑川線 東温市 横河原駅前　海上 16.4 0.7 2.6 1.8 伊予鉄バス株式会社

19 19 滑川線 東温市 川内　海上 13.6 0.7 0.3 0.2 伊予鉄バス株式会社

20 20 松瀬川線 東温市 横河原駅前　松瀬川 9.2 0.6 1.9 1.1 伊予鉄バス株式会社

21 21 井内線 東温市 横河原駅前　井内北間 9.5 0.6 1.9 1.1 伊予鉄バス株式会社

22 22 河之内線 東温市 横河原駅前　白猪滝口 10.6 0.6 0.9 0.5 伊予鉄バス株式会社

23 23 河之内線 東温市 東温市役所　白猪滝口 13.3 0.6 1.6 0.9 伊予鉄バス株式会社

24 24 川内線 松山市 松山市駅　川内　さくらの湯 18.2 4.4 4.0 17.6 伊予鉄バス株式会社

25 25 川内線 松山市 松山市駅　愛大病院前　さくらの湯 18.4 4.4 19.5 85.8 伊予鉄バス株式会社

26 26 川内線 松山市 松山市駅　愛大病院前　川内グリーンタウン上 19.0 4.4 4.5 19.8 伊予鉄バス株式会社

27 27 勝岡線 松山市 松山市駅　衣山　運転免許センター 12.5 4.5 21.5 96.7 伊予鉄バス株式会社

28 28 勝岡線 松山市 松山市駅　衣山　勝岡東 12.3 4.4 4.4 19.3 伊予鉄バス株式会社

29 29 伊台線 松山市 松山市駅　山田　伊台 10.9 2.8 13.8 38.6 伊予鉄バス株式会社

30 30 伊台線 松山市 松山市駅　末　伊台 10.8 3.0 0.6 1.8 伊予鉄バス株式会社

31 31 北条線 松山市 松山市駅　北条 18.1 6.1 27.4 167.1 伊予鉄バス株式会社

32 32 北条線 松山市 松山市駅　　うみてらす 9.5 4.7 22.2 104.3 伊予鉄バス株式会社

33 33 北条線 松山市 松山市駅　北条 18.1 6.1 1.3 7.9 伊予鉄バス株式会社

34 34 高浜ピストン 松山市 高浜駅前　松山観光港 0.6 2.0 61.0 122.0 伊予鉄バス株式会社

35 35 三津・吉田線 松山市 松山市駅　吉田　三津港 9.8 3.7 20.3 75.1 伊予鉄バス株式会社

36 36 三津・吉田線 松山市 松山市駅　吉田・市役所前　三津港 10.6 3.7 0.3 1.1 伊予鉄バス株式会社

37 37 三津・吉田線 松山市 松山市駅　吉田　金比羅前 6.6 3.2 4.9 15.6 伊予鉄バス株式会社

38 38 三津・吉田線 松山市 松山市駅　吉田・市役所前　金比羅前 7.4 3.2 0.5 1.6 伊予鉄バス株式会社

39 39 今出線 松山市 余戸　垣生中学校前　余戸 6.8 2.5 29.9 74.7 伊予鉄バス株式会社

40 40 今出線 松山市 松山市駅　余戸・今出港　余戸 11.6 2.0 1.0 2.0 伊予鉄バス株式会社

41 41 今出線 松山市 余戸　今出港・余戸　松山市駅 11.6 2.0 1.0 2.0 伊予鉄バス株式会社

42 42 松山中央公園線 松山市 松山市駅　保免　ﾏﾄﾞﾝﾅｽﾀｼﾞｱﾑ 5.4 2.1 10.0 21.0 伊予鉄バス株式会社

43 43 北伊予線 松山市 松山市駅　ﾊﾞｲﾊﾟｽ　北伊予駅前 6.5 3.4 9.1 30.9 伊予鉄バス株式会社

44 44 北伊予線 松山市 北伊予駅前　ﾊﾞｲﾊﾟｽ　松山市駅 7.0 3.4 9.1 30.9 伊予鉄バス株式会社

45 45 北伊予線 松山市 松山市駅　ﾊﾞｲﾊﾟｽ・市役所前　北伊予駅前 7.3 3.4 0.6 2.0 伊予鉄バス株式会社

46 46 松山空港線 松山市 道後温泉駅前　喜与町　松山空港 10.9 5.9 2.1 12.3 伊予鉄バス株式会社

47 47 松山空港線 松山市 松山空港　ﾛｰﾌﾟｳｪｲ　道後温泉駅前 10.4 5.9 2.1 12.3 伊予鉄バス株式会社

48 48 松山空港線 松山市 松山市駅　松山空港 7.3 5.0 23.0 115.0 伊予鉄バス株式会社

49 49 松山空港線 松山市 湯の山集会所　喜与町　松山空港 18.5 6.7 10.6 71.0 伊予鉄バス株式会社

50 50 松山空港線 松山市 松山空港　ﾛｰﾌﾟｳｪｲ　湯の山ﾆｭｰﾀｳﾝ 18.1 6.7 10.8 72.3 伊予鉄バス株式会社

51 51 松山空港線 松山市 湧ヶ渕　湯の山・喜与町　松山空港 21.6 6.8 2.6 17.6 伊予鉄バス株式会社

52 52 松山空港線 松山市 松山空港　ﾛｰﾌﾟｳｪｲ・湯の山　湧ヶ渕 21.1 6.8 2.0 13.6 伊予鉄バス株式会社

53 53 市坪・はなみずき線（市坪まわり） 松山市 松山市駅　市坪・古川北　松山市駅 8.7 3.9 20.6 80.3 伊予鉄バス株式会社

54 54 市坪・はなみずき線（はなみずきまわり） 松山市 松山市駅　古川北・市坪　松山市駅 8.7 3.9 20.0 78.0 伊予鉄バス株式会社

55 55 市坪線 松山市 松山市駅　市坪・市役所前　椿神社前 6.6 3.6 0.5 1.8 伊予鉄バス株式会社

56 56 電車連絡久米窪田線 松山市 久米駅前　高井北　久米駅前 7.0 1.3 27.9 36.2 伊予鉄バス株式会社

57 57 電車連絡梅本ループ線 松山市 梅本駅前　四国がんｾﾝﾀｰ　梅本駅前 3.6 1.5 9.8 14.7 伊予鉄バス株式会社

58 58 電車連絡梅本ループ線 松山市 梅本駅前　四国がんｾﾝﾀｰ　梅本駅前 3.4 1.5 1.9 2.8 伊予鉄バス株式会社

59 59 松前町ひまわりバス東コース左回り 松前町 文化センター前　役場前 15.1 0.3 2.0 0.6 伊予鉄バス株式会社

60 60 松前町ひまわりバス東コース右回り 松前町 文化センター前　役場前 14.3 0.3 1.9 0.5 伊予鉄バス株式会社

61 61 松前町ひまわりバス西コース左回り 松前町 文化センター前　役場前 17.7 0.4 1.9 0.7 伊予鉄バス株式会社

62 62 松前町ひまわりバス西コース右回り 松前町 文化センター前　役場前 18.9 0.4 1.9 0.7 伊予鉄バス株式会社

63 63 三津ループ線 松山市 太山寺　三津駅前　太山寺 9.7 1.3 4.6 5.9 伊予鉄バス株式会社

系統
番号

事業者
別系統
番号

広域行政
圏中心市
町村名
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令和８年度生活バス路線見込み（R7.6.1現在） ＜補助対象期間：R7.10.1～R8.9.30＞

路線名 起点 (経由地) 終点
キロ程
（㎞）

平均乗車
密度

運行回数
輸送量
（人）

バス事業者名

イ ロ ハ ロ×ハ＝ニ

系統
番号

事業者
別系統
番号

広域行政
圏中心市
町村名

瀬戸内運輸：42系統

64 1 星の浦 今治市 11.6 1.5 7.6 11.4 瀬戸内運輸株式会社

65 2 小部渡し場 今治市 31.0 2.6 3.1 8.0 瀬戸内運輸株式会社

66 3 渡し場小部 今治市 31.0 3.0 4.7 14.1 瀬戸内運輸株式会社

67 4 小部郷山 今治市 31.0 4.3 4.6 19.7 瀬戸内運輸株式会社

68 5 郷山小部 今治市 31.0 3.7 4.7 17.3 瀬戸内運輸株式会社

69 6 波止浜 今治市 8.9 1.7 0.3 0.5 瀬戸内運輸株式会社

70 7 小浦大浜 今治市 20.3 1.8 3.7 6.6 瀬戸内運輸株式会社

71 8 今治イオン 今治市 8.3 2.7 10.3 27.8 瀬戸内運輸株式会社

72 9 玉川今治 今治市 9.5 3.1 0.3 0.9 瀬戸内運輸株式会社

73 10 桜井循環 今治市 20.9 3.2 8.1 25.9 瀬戸内運輸株式会社

74 11 唐子循環 今治市 20.9 2.4 7.2 17.2 瀬戸内運輸株式会社

75 12 桜井団地 今治市 8.1 1.4 0.6 0.8 瀬戸内運輸株式会社

76 13 今治志々満ヶ原 今治市 10.7 1.3 0.9 1.1 瀬戸内運輸株式会社

77 14 志々満ヶ原今治 今治市 9.9 1.3 0.6 0.7 瀬戸内運輸株式会社

78 15 周桑山根 新居浜市 37.8 3.0 2.7 8.1 瀬戸内運輸株式会社

79 16 中萩 新居浜市 24.7 2.8 9.2 25.7 瀬戸内運輸株式会社

80 17 南高中萩 新居浜市 27.4 3.7 0.6 2.2 瀬戸内運輸株式会社

81 18 端出場 新居浜市 17.0 1.2 3.3 3.9 瀬戸内運輸株式会社

82 19 山根 新居浜市 11.2 2.0 0.9 1.8 瀬戸内運輸株式会社

83 20 山根労災 新居浜市 13.8 1.0 0.4 0.4 瀬戸内運輸株式会社

84 21 黒島 新居浜市 16.5 2.7 6.3 17.0 瀬戸内運輸株式会社

85 22 黒島車庫 新居浜市 18.4 0.9 0.3 0.2 瀬戸内運輸株式会社

86 23 新居浜高専 新居浜市 1.5 1.6 0.3 0.4 瀬戸内運輸株式会社

87 24 垣生多喜浜 新居浜市 9.7 2.9 1.8 5.2 瀬戸内運輸株式会社

88 25 広瀬多喜浜 新居浜市 15.7 2.4 6.7 16.0 瀬戸内運輸株式会社

89 26 住友多喜浜 新居浜市 11.4 0.3 0.1 0.0 瀬戸内運輸株式会社

90 27 川之江 新居浜市 38.5 2.8 4.1 11.4 瀬戸内運輸株式会社

91 28 三島川之江 新居浜市 40.4 0.0 0.0 0.0 瀬戸内運輸株式会社

92 29 豊岡川之江 新居浜市 39.9 2.9 2.9 8.4 瀬戸内運輸株式会社

93 30 三中川之江 新居浜市 47.8 3.3 0.8 2.6 瀬戸内運輸株式会社

94 31 中央川之江 新居浜市 45.9 3.2 5.5 17.6 瀬戸内運輸株式会社

95 32 七田 四国中央市 12.4 0.5 0.6 0.3 瀬戸内運輸株式会社

96 33 今治新居浜 新居浜市 50.9 3.2 11.1 35.5 瀬戸内運輸株式会社

97 34 今治周桑 今治市 24.4 1.6 0.5 0.8 瀬戸内運輸株式会社

98 35 今治壬生川駅小松 今治市 27.2 0.8 0.5 0.4 瀬戸内運輸株式会社

99 36 小松桜井今治 今治市 26.0 4.1 1.2 4.9 瀬戸内運輸株式会社

100 37 周桑新居浜 新居浜市 28.0 2.4 1.0 2.4 瀬戸内運輸株式会社

101 38 小松十全新居浜 新居浜市 24.9 1.7 0.5 0.8 瀬戸内運輸株式会社

102 39 小松工新居浜 新居浜市 25.6 4.2 0.3 1.2 瀬戸内運輸株式会社

103 40 新居浜十全周桑 新居浜市 26.7 2.4 0.5 1.2 瀬戸内運輸株式会社

104 41 入野川之江 四国中央市 18.4 2.6 0.3 0.7 瀬戸内運輸株式会社

105 42 新居浜イオン 新居浜市 4.1 2.3 1.0 2.3 瀬戸内運輸株式会社

宇和島自動車：62系統

106 1 大洲～天赦園 宇和島市 43.5 1.4 0.9 1.2 宇和島自動車株式会社

107 2 宇和島～城辺 宇和島市 43.9 2.3 2.7 6.2 宇和島自動車株式会社

108 3 宇和島～城辺 宇和島市 43.5 4.1 2.7 11.0 宇和島自動車株式会社

109 4 宇和島～宿毛 宇和島市 67.1 3.8 4.7 17.8 宇和島自動車株式会社

110 5 宇和島～宿毛 宇和島市 66.7 2.4 4.7 11.2 宇和島自動車株式会社

111 6 宇和島～卯之町 宇和島市 21.6 2.6 0.5 1.3 宇和島自動車株式会社

112 7 大洲～鹿野川 大洲市 25.3 1.3 3.7 4.8 宇和島自動車株式会社

113 8 西予市民病院～野村 西予市 19.8 1.4 2.9 4.0 宇和島自動車株式会社

114 9 西予市民病院～野村 西予市 20.2 3.0 0.9 2.7 宇和島自動車株式会社

115 10 西予市民病院～野村 西予市 21.2 1.4 1.4 1.9 宇和島自動車株式会社

116 11 野村～大洲 大洲市 40.1 2.2 0.4 0.8 宇和島自動車株式会社

117 12 野村～大洲 大洲市 40.3 2.4 0.4 0.9 宇和島自動車株式会社

118 13 野村～城川支所前 西予市 13.5 0.8 0.3 0.2 宇和島自動車株式会社

119 14 卯之町～城川支所前 西予市 33.3 2.4 0.7 1.6 宇和島自動車株式会社

120 15 宇和島～虹の森公園前 宇和島市 28.5 2.4 7.5 18.0 宇和島自動車株式会社

121 16 宇和島～日吉 宇和島市 37.9 0.6 0.4 0.2 宇和島自動車株式会社

122 17 宇和島～日吉 宇和島市 38.7 2.4 0.4 0.9 宇和島自動車株式会社

123 18 宇和島～野村 宇和島市 63.4 3.5 4.7 16.4 宇和島自動車株式会社

124 19 宇和島～野村 宇和島市 62.6 0.6 0.3 0.1 宇和島自動車株式会社

125 20 八幡浜～穴井 八幡浜市 16.9 2.4 4.5 10.8 宇和島自動車株式会社

今治(営)～大西～星の浦

今治(営)～小部～渡し場～今治(営)

玉川支所～馬越～今治桟橋

今治桟橋～桜井団地～今治桟橋

今治桟橋～唐子台～今治桟橋

今治桟橋～馬越～桜井団地

今治(営)～桜井～志々満ヶ原

志々満ヶ原～古国分～今治(営)

今治(営)～渡し場～小部～今治(営)

今治(営)～小部～郷山～今治(営)

今治(営)～郷山～小部～今治(営)

波止浜～今治県病院～今治(営)

今治(営)～小浦・大浜～今治(営)

今治(営)～馬越～ｲｵﾝﾓｰﾙ今治新都市

新居浜西ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～平形～黒島

新居浜西ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～黒島～多喜浜車庫

新居浜駅～庄内町1丁目～新居浜高専前

新居浜西ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～元塚～多喜浜駅

広瀬公園～新居浜西ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～多喜浜駅

新居浜西ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～多喜浜駅～多喜浜車庫

周桑(営)～横黒～マイントピア別子

新居浜西ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～中萩～西条済生会

新居浜西ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～南校～西条済生会

新居浜西ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～労災～マイントピア別子

新居浜西ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～東城～山根グランド

新居浜西ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～労災～山根グランド

今治(営)～西条～新居浜駅

今治(営)～桜井～周桑(営)

今治(営)～桜井～壬生川駅～小松支所前

小松支所前～河原津～桜井～今治(営)

周桑(営)～西条～新居浜駅

小松支所前～十全病院南口～新居浜駅

新居浜西ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～土居～川之江(営)

新居浜西ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～三島医療センター～川之江(営)

新居浜西ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～豊岡台～川之江(営)

新居浜西ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～三島医・中央病～川之江(営)

新居浜西ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～中央病～川之江(営)

川之江駅～上分～七田

宇和島駅前（市立病院）城辺

宇和島駅前（市立病院）宿毛

宇和島駅前（市立病院）宿毛

ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ　　　卯之町

大洲病院　　　肱川支所

小松支所前～工場～新居浜駅

新居浜駅～十全病院南口～周桑(営)

入野～土居～川之江(営)

新居浜駅～十全病院南口～イオン新居浜

大洲駅前（卯之町）天赦園

宇和島駅前（市立病院）城辺

野村（卯之町）ｵｽﾞﾒｯｾ

野村（卯之町･ｵｽﾞﾒｯｾ）大洲IC口

野村　　　城川総合支所前

西予市民病院　　　城川支所前

東高校前（道の駅みま）虹の森公園前

東高校前（柿原ﾊﾞｲﾊﾟｽ）日吉支所前

西予市民病院　　　　野村

西予市民病院（下宇和駅）野村

西予市民病院　　　　畜産試験場前

東高校前（柿原ﾊﾞｲﾊﾟｽ･北宇和病院）日吉支所前

東高校前（柿原ﾊﾞｲﾊﾟｽ･北宇和病院）野村病院

東高校前（柿原ﾊﾞｲﾊﾟｽ）野村病院

八幡浜市立病院（八代）穴井
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令和８年度生活バス路線見込み（R7.6.1現在） ＜補助対象期間：R7.10.1～R8.9.30＞

路線名 起点 (経由地) 終点
キロ程
（㎞）

平均乗車
密度

運行回数
輸送量
（人）

バス事業者名

イ ロ ハ ロ×ハ＝ニ

系統
番号

事業者
別系統
番号

広域行政
圏中心市
町村名

126 21 八幡浜～穴井 八幡浜市 16.6 2.2 4.5 9.9 宇和島自動車株式会社

127 22 三瓶～周木 八幡浜市 6.6 0.9 3.2 2.8 宇和島自動車株式会社

128 23 八幡浜～下泊 八幡浜市 26.7 2.2 2.1 4.6 宇和島自動車株式会社

129 24 八幡浜～下泊 八幡浜市 26.4 1.2 3.7 4.4 宇和島自動車株式会社

130 25 八幡浜～下泊 八幡浜市 28.1 2.4 1.9 4.5 宇和島自動車株式会社

131 26 八幡浜～下泊 八幡浜市 27.8 2.5 0.4 1.0 宇和島自動車株式会社

132 27 三瓶～歴史博物館前 西予市 18.2 1.4 2.5 3.5 宇和島自動車株式会社

133 28 周木～歴史博物館前 西予市 24.8 1.6 1.9 3.0 宇和島自動車株式会社

134 29 俵津～卯之町 西予市 14.1 1.4 2.7 3.7 宇和島自動車株式会社

135 30 俵津～卯之町 西予市 14.9 1.1 1.7 1.8 宇和島自動車株式会社

136 31 田之浜～宇和島 宇和島市 41.6 2.2 7.7 16.9 宇和島自動車株式会社

137 32 船間～天赦園 宇和島市 25.3 3.9 5.5 21.4 宇和島自動車株式会社

138 33 船間～天赦園 宇和島市 26.6 1.3 0.9 1.1 宇和島自動車株式会社

139 34 立間～宇和島 宇和島市 13.3 0.5 0.7 0.3 宇和島自動車株式会社

140 35 立間～岩松 宇和島市 26.6 1.3 2.1 2.7 宇和島自動車株式会社

141 36 立間～福浦 宇和島市 41.1 3.7 2.6 9.6 宇和島自動車株式会社

142 37 立間～福浦 宇和島市 41.5 2.2 4.9 10.7 宇和島自動車株式会社

143 38 宇和島～吉田 宇和島市 11.6 14.9 0.8 11.9 宇和島自動車株式会社

144 39 宇和島～岩松 宇和島市 14.3 2.4 1.5 3.6 宇和島自動車株式会社

145 40 岩松～福浦 宇和島市 11.9 3.3 0.7 2.3 宇和島自動車株式会社

146 41 岩松～嵐 宇和島市 18.0 1.7 4.5 7.6 宇和島自動車株式会社

147 42 宇和島～平浦 宇和島市 15.0 1.0 4.0 4.0 宇和島自動車株式会社

148 43 宇和島～平浦 宇和島市 15.6 3.6 3.5 12.6 宇和島自動車株式会社

149 44 きさいや広場～三浦小学校前 宇和島市 13.8 0.6 0.2 0.1 宇和島自動車株式会社

150 45 下波東～狩津 宇和島市 4.0 0.4 4.3 1.7 宇和島自動車株式会社

151 46 宇和島～蒋渕 宇和島市 38.1 2.9 5.8 16.8 宇和島自動車株式会社

152 47 川之内～小長早 八幡浜市 11.4 1.4 5.9 8.2 宇和島自動車株式会社

153 48 川之内～小長早 八幡浜市 11.2 1.4 6.0 8.4 宇和島自動車株式会社

154 49 柿原～出口 宇和島市 7.7 2.0 16.3 32.6 宇和島自動車株式会社

155 50 赤松～柿の木 宇和島市 14.0 2.8 0.4 1.1 宇和島自動車株式会社

156 51 赤松～薬師谷 宇和島市 12.8 2.5 1.3 3.2 宇和島自動車株式会社

157 52 赤松～薬師谷渓谷 宇和島市 14.0 1.6 8.2 13.1 宇和島自動車株式会社

158 53 堀端～柿原 宇和島市 4.3 0.2 1.5 0.3 宇和島自動車株式会社

159 54 東高校～柿原 宇和島市 4.7 2.0 0.2 0.4 宇和島自動車株式会社

160 55 堀端～出口 宇和島市 3.4 0.1 1.1 0.1 宇和島自動車株式会社

161 56 堀端～柿の木 宇和島市 7.2 0.0 0.4 0.0 宇和島自動車株式会社

162 57 堀端～柿の木 宇和島市 6.8 4.7 0.2 0.9 宇和島自動車株式会社

163 58 堀端～薬師谷 宇和島市 5.3 0.0 0.3 0.0 宇和島自動車株式会社

164 59 堀端～薬師谷渓谷 宇和島市 6.5 0.0 0.4 0.0 宇和島自動車株式会社

165 60 堀端～赤松 宇和島市 6.8 0.0 0.9 0.0 宇和島自動車株式会社

166 61 赤松～天赦園 宇和島市 7.9 1.1 0.3 0.3 宇和島自動車株式会社

167 62 きさいや広場～本九島 宇和島市 9.0 1.8 8.8 15.8 宇和島自動車株式会社

瀬戸内海交通：19系統

168 1 大島（営）・早川線 5.5 1.6 9.7 15.5 瀬戸内海交通株式会社

169 2 大島（営）・友浦線 3.9 0.8 2.2 1.7 瀬戸内海交通株式会社

170 3 志津見・名駒・津倉線 35.8 14.5 0.5 7.2 瀬戸内海交通株式会社

171 4 下田水・名駒・志津見線 19.4 11.9 0.2 2.3 瀬戸内海交通株式会社

172 5 大島（営）・志津見・津倉線 16.4 11.1 0.2 2.2 瀬戸内海交通株式会社

173 6 下田水・志津見線 8.0 9.5 0.2 1.9 瀬戸内海交通株式会社

174 7 志津見・役場線 7.5 8.6 0.2 1.7 瀬戸内海交通株式会社

175 8 下田水・名駒線 9.7 10.9 0.5 5.4 瀬戸内海交通株式会社

176 9 宮浦・宗方線 11.4 1.6 9.5 15.2 瀬戸内海交通株式会社

177 10 宮浦・肥海線 6.0 1.3 6.9 8.9 瀬戸内海交通株式会社

178 11 宮浦・新道・宗方線 10.9 11.5 1.0 11.5 瀬戸内海交通株式会社

179 12 宮浦・小学校・バイパス・宗方線 11.4 10.9 0.8 8.7 瀬戸内海交通株式会社

180 13 宮浦・甲口線 8.4 10.7 0.8 8.5 瀬戸内海交通株式会社

181 14 甲口・宮浦線 10.0 11.0 0.8 8.8 瀬戸内海交通株式会社

182 15 伯方島BS～北浦・有津～伯方島BS 伯方町 17.8 1.9 4.3 8.1 瀬戸内海交通株式会社

183 16 伯方島BS～有津・北浦～伯方島BS 伯方町 17.8 1.9 8.5 16.1 瀬戸内海交通株式会社

184 17 伯方島BS～北浦・伯方小学校・有津～伯方島BS 伯方町 18.2 1.9 5.2 9.8 瀬戸内海交通株式会社

185 18 友浦・大島（営）・下田水線 13.6 1.4 3.2 4.4 瀬戸内海交通株式会社

186 19 友浦・大島（営）・大島BS・下田水線 14.0 1.4 7.7 10.7 瀬戸内海交通株式会社

八幡浜市立病院（日の浦団地）下泊

八幡浜市立病院（日の浦団地）下泊

八幡浜市立病院（日の浦団地･蔵貫村）下泊

八幡浜市立病院（日の浦団地･蔵貫村）下泊

三瓶（西予市民病院）歴史博物館前

周木（西予市民病院）歴史博物館前

八幡浜市立病院（八代）穴井

三瓶　　　　周木

立間駅前　　　　岩松

立間駅前（ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ）福浦

立間駅前（ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ･南楽園）福浦

ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ　　　北小路

宇和島駅前　　　岩松

岩松　　　　福浦

俵津車庫前　　　西予市民病院

俵津車庫前（宇和高校）西予市民病院

田之浜（池の浦）天赦園

船間（立目）天赦園

船間（立目・知永）天赦園

立間駅前　　　ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ

川之内（八幡浜港）小長早

川之内（八幡浜港）小長早

柿原　　　　　出口

赤松　　　　　柿の木

赤松（ｼﾞｪｲｺｰ宇和島病院）薬師谷

赤松（ｼﾞｪｲｺｰ宇和島病院）薬師谷渓谷

岩松（津島田の浜･脇）嵐

きさいや広場　　平浦

きさいや広場（蕨）平浦

きさいや広場　　三浦小学校前

下波東　　水産試験場前

きさいや広場（寄松･神崎）蒋渕

堀端　　　　薬師谷渓谷

堀端　　　　　赤松

赤松　　　天赦園

きさいや広場　本九島

堀端　　　　　柿原

東高校前　　　柿原

堀端　　　　　出口

堀端　　　　　柿の木

柿の木　　　　東高校前

堀端　　　　　薬師谷

大島（営）（志津見・津倉）下田水港

下田水港（幸・仁江）志津見

志津見（仁江・吉海町役場）下田水港

下田水港（名駒・亀山）下田水港

宮浦港（トンネル下・浦戸）宗方港

宮浦港（宮浦農協・大見）肥海

大島（営）（余所国）早川

大島（営）（村上水軍博物館）友浦

大島（営）（志津見・名駒・津倉）大島（営）

下田水港（名駒・志津見）大島（営）

伯方島BS（北浦橋・伯方小学校・有津）木浦港

友浦（大島(営)・幸）下田水港

友浦（大島(営)・大島BS・幸）下田水港

宮浦港（宮浦農協・浦戸）宗方港

宮浦港（大三島小学校・バイパス）宗方港

宮浦港（野々江坂）甲口

甲口（野々江・大三島小学校）宮浦港

伯方島BS（北浦橋・有津）伯方島BS

伯方島BS（有津・北浦橋）伯方島BS
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輸送量
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イ ロ ハ ロ×ハ＝ニ

系統
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別系統
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広域行政
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町村名

中島汽船：８系統

187 1 東回り循環線 松山市 24.6 1.8 2.0 3.6 中島汽船株式会社

188 2 西回り循環線 松山市 24.6 2.1 3.6 7.5 中島汽船株式会社

189 3 西中港～中島港 松山市 25.6 0.7 1.0 0.7 中島汽船株式会社

190 4 神浦桟橋～中島港 松山市 9.8 1.5 3.6 5.4 中島汽船株式会社

191 5 北ループ線トンネル廻り 松山市 14.8 0.8 1.0 0.8 中島汽船株式会社

192 6 北ループ線粟井廻り 松山市 15.2 0.3 2.0 0.6 中島汽船株式会社

193 7 南ループ線トンネル廻り 松山市 16.2 1.1 4.0 4.4 中島汽船株式会社

194 8 南ループ線神浦廻り 松山市 16.2 1.3 2.3 2.9 中島汽船株式会社

ジェイアール四国バス：１系統

195 1 久万高原線 松山市 33.1 4.9 7.6 37.2 ジェイアール四国バス

伊予鉄南予バス：20系統

196 1 三崎線 八幡浜市 42.4 2.9 0.9 2.6 伊予鉄南予バス株式会社

197 2 三崎線 八幡浜市 24.6 2.5 0.8 2.0 伊予鉄南予バス株式会社

198 3 三崎線 八幡浜市 14.0 1.9 10.3 19.5 伊予鉄南予バス株式会社

199 4 八幡浜・長浜線 八幡浜市 35.1 2.3 0.9 2.0 伊予鉄南予バス株式会社

200 5 八幡浜・長浜線 大洲市 21.7 2.0 1.6 3.2 伊予鉄南予バス株式会社

201 6 八幡浜・長浜線 大洲市 4.1 1.2 0.3 0.3 伊予鉄南予バス株式会社

202 7 八幡浜・長浜線 八幡浜市 17.4 2.0 1.6 3.2 伊予鉄南予バス株式会社

203 8 八幡浜・長浜線 大洲市 25.2 2.0 0.3 0.6 伊予鉄南予バス株式会社

204 9 面河線 57.8 1.0 0.4 0.4 伊予鉄南予バス株式会社

205 10 面河線 41.5 1.0 0.9 0.9 伊予鉄南予バス株式会社

206 11 面河線 39.5 1.0 2.1 2.1 伊予鉄南予バス株式会社

207 12 面河線 17.1 0.8 0.2 0.1 伊予鉄南予バス株式会社

208 13 上直瀬線 16.5 1.3 0.9 1.1 伊予鉄南予バス株式会社

209 14 上直瀬線 29.5 1.7 1.3 2.2 伊予鉄南予バス株式会社

210 15 富重線 17.0 1.7 0.6 1.0 伊予鉄南予バス株式会社

211 16 富重線 22.4 1.7 1.3 2.2 伊予鉄南予バス株式会社

212 17 大洲市内循環バス  東大洲右回り 24.2 5.8 4.9 28.4 伊予鉄南予バス株式会社

213 18 大洲市内循環バス  東大洲左回り 24.2 5.8 3.9 22.6 伊予鉄南予バス株式会社

214 19 大洲市内循環バス  東大洲右回り（大洲駅前発） 17.9 4.7 0.6 2.8 伊予鉄南予バス株式会社

215 20 大洲市内循環バス  東大洲左回り（市立大洲病院発） 18.1 4.7 0.6 2.8 伊予鉄南予バス株式会社

中央病院→東回り循環線→中島港

中島港→西回り循環線→中央病院

西中港～神浦～中島港

八幡浜駅前　新伊方　三崎

八幡浜駅前　鼓尾　加周

八幡浜駅前　鼓尾　伊方町役場前

八幡浜港　大洲病院・大洲駅前　長浜営業所

大洲病院　松ヶ花　長浜営業所

大洲病院　大洲駅前

神浦桟橋～長師～中島港

中島港→トンネル→粟井→中島港

中央病院→粟井→トンネル→中島港

中島港→トンネル→神浦→中島港

中島港→神浦→トンネル→中島港

松山（砥部）久万高原

大洲駅前 総合福祉センター 市立大洲病院

市立大洲病院 総合福祉センター 大洲駅前

久万営業所　大宝寺口　上直瀬

久万営業所　中野村・河之内　上直瀬

久万営業所　富重

久万営業所　馬野地　富重

市立大洲病院 総合福祉センター 市立大洲病院

市立大洲病院 総合福祉センター 市立大洲病院

八幡浜港　大洲病院　大洲駅前

夜昼パークタウン前　大洲病院前・大洲駅前　長浜営業所

久万営業所　嵯峨山・面河局前　石鎚土小屋

久万営業所　御三戸・面河局前　面河

久万営業所　嵯峨山・面河局前　面河

大味川　面河局前　面河
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